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健発第061200 
平成21年6月12日  

都道府県知事  

指定都市市長  

中核‾市市長  

殿   

厚生労働省健康局  

平成21年度 女性特有のがん検診推進事業の実施について   

がんはわが国において昭和’56年から死亡原因の第1位であり、がんによる死亡  

者数は年間30万人を超える状況である。■ しかし診断と治療の進歩により、早期発  

見、早期治療が可能となってきていることから、．’がんにょる死亡者数を減少させる  

ためには、■がん検診の受診率を向上させ、がんを早期に発見することが極め七重要  

であるごとにかんがみ、特に女性特有のがんについては、検診受診率が低いことか  

ら、経済危機対策におけろ未来への投資に繋がる子育て支援の一環として、平成2  

1年度補正予算に本事業が措置されたところで奉る二   

本事業の実施にろいては、別紙のとおり「平成2 

事業実施要綱」を定め、平成21年4月1日から行うこととしたので嘩知する。   

なお、貴都道府県管内市区町村に対しては貴職からこの旨通知されたい。  
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別紙  

平成21年度 女性特有のがん検診推進事業実施要綱   

1 目的   

この事業は、市町村及び特別区（以下「市区町村」という。）が実施するがん  
検診において、特定の年齢に達した女性に対して、子宮頸がん及び乳がんに関す   
る検診手帳及び検診費用が無料となるがん検診無料クーポン券（以下「クーポン  

券」という。）を送付し、女性特有のがん検診における受診促進を図るとともに、   
がんの早期発見と正しい健康意識の普及及び啓発を図り、もって健康保持及び増   
進を図ることを目的とする。   

2 実施主体   

事業の実廼主体は、市区町村とする。なお、市区町村は、事業の目的の達成の   
ために必要があるときは、事業の全部又は一部を、事業を適切に実施できると認   
められる者に委託することができる。   

3 実確体制の整備   

実施に当たらては、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針に   
ついて」（平成20年3月31日健発第0331058号厚生労働省健康局長通   
知）に定めるがん検診と同様に行うものとする。   

4 事業の内容   

この事業は、下記 
検診手帳、クーポン券、受診案内を一括して送付するとともに、クーポン券によ   

りがん検診を受診するために必要な費用を補助すろ事業である。   
また・、′事業の実施に当たっては・、相談員を配置するなど、対象者等かちの問い   

合わせに対応できる体制を整備するこ・と。   
なお、 

（1）子宮頸がん  

以下の年齢の女性を対象とする。  

年 齢   糊目   
20歳   日節ロ6・3 0＿988）年4月2日～平成 元q粟9）年4月1日   

25歳   日野口58 0＿983）年4月2日へ月評口59 0＿9由）年4月1日   

30歳   日研口53 0＿978）年4月2日へ月餅口54 q979）年4月1日   

35歳   ー・日許口48 0＿973）年4月2日へ月評口49 8974）年4月1日   

40歳   日許口43 8粥8）年4月2日′瑚許口44 8％9）年4月1日   

（2）乳がん  

以下の年齢の女性を対象とする。  

年 齢   生牢月日   

40歳   日節口4・30＿誹治）年4月2日′瑚許口448％9）年4月1日   

45歳 日節口38 8％3）年4月2日（萌芽口39 8軸年4月1日   

50歳   日節ロ33 0．妬8）年4月2日（萌芽口348959）年4月1日   

55歳   日節口28 8953）年4月2日′瑚許口29 0．9洪）年4月1日   

60歳   日節ロ23 0▼吻年4月2日丁欄許口24 8鋸9）年4月1日   
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5 経費の負担  

この実施要綱に基づき実施する経費については、厚生労働大臣が別に定める  

「感染症予防事業費等国庫負担（補助）金交付要綱」（以下’「交付要綱」とい   

う。）に基づき、予算の範囲内で国庫補助を行うものとする。   

6 報告   

市区町村は、厚生労働省の求めに応じて、事業の実施状況等を厚生労働大臣あ   

て報告するものとする。   

7r 基準日   

本事業の基準日については、平成21年6月30日とし、その基準日において、   
がん検診台帳を整理すること。   

8 その他の留意事項  

（1）クーポン券について  

クーポン券については、検診対象者及び検診機関において、当該市区町村が   

発行した真正のクーポン券であることを容易に確認できるよう＼必ず公印を付  

すこと。  
（2）本人確認について  

検診機関に対し、，クーポン券に記載された氏名及び住所については、必ず保  

険証、運転免許証などで本人確認を行うよう周知を図ること。  

（3）検診受診の利便性向上  

市区町村は、休日・早朝・夜間における検診の実施、特定健康診査等他の検   

診（健診）との同時実施、マンモグラフィ車の活用等、対象者への利便性に十   

分配慮するよう努めること。  

また、本事業に併せて、対象者が胃がん、肺がん、大腸がん検診を受診しや   

すい環境づくりに配慮するよう努めること。  

（4）検診に関する情報提供  

市区町村は、検診実施時間及び検診場所に関する情報を容易に入手できる方  

・策や、予約の簡便化、直接受診に結びつく取組等、対象者に対する情報提供体  

制に配慮するよう努めること。  

（5）他の市区町村での受診に対する配慮  

市区町村は、当該市区町村に居住する対象者が、別の市区町村で検診を受け   

ることについて、地域の実情に応じて近隣の市区町村及び県域を越えた市区町   

村との連絡を密にするなど、一定の配慮を行うこ‘と。  
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「感染症予防事業費等国庫負担（補助）金交付要綱」改正案 （抜粋）  

（交付の対象）  

3（7）ア 疾病予防対策事業費等補助金  

（）女性特有のがん検診推進事業  

平成21年6月12日健発第0612005号厚生労働省健康局長通知の別紙   

「平成21年度女性特有のがん検診推進事業実施要綱」により市区町村が行う事業  

項  1区分  2種目   3 基 準 額   4、 5補助率   

康  女性特  女性轡  厚生労働大臣が  女性特有のがん検診推進事業  10／10   

増進  有．のが  有のが  必要と認めた額  の実施に必要な次の経費   

対策  ん検診  ん、検診  1 検診費   

費   推進事  推進 子宮頸がん及び乳が ん検診  

業   業  における市区町村負担分及び  

自己負担分 

2事務費  

賃金、需要費（消耗品費、  

′  印刷製本費）、役蓼費（通信  

運搬費）、会議費、使用料及  
び賃借料、手数料、委託料  



健総発第0612qOl号  
平成2．1年6月12日  

都道府県・  

指定都市  

中核市  

衛生主管部（局）長 殿  

厚生労働省健康局総務  

平成21年度 女性特有のがん検診推進事業の実施計画書の提出について   

標記事業については、平成21年6月キ2日付健発第0612005音厚生労働  

省健康局華通知の別紙「平成21年度女性特有のがん検診推進事業実施要綱」’（以  

下「実施要綱」という。）により実施するこ．ととしたところであり、◆当該国庫補助  

金甲所要額を事前に把握する必要があるため、別紙様式により冥施計画書の提出に  

ついて依頼方お願いする。   
なお、●各都道府県におかれては、貴管内示区町村の実施計画書を取りまとめの上、  

提出をお願いする。  

記  
1  

1実施計画書の提出先及び琴限  

（1）市町村、（指定都市及び中核市を除く。）及び特別区  

ア 都道府県が恵める日までに都道府県串ミ定めた先に提出すること。   

イ 都道府県広ア甲奏施計画書を受理したときは、 

とめの上、平成21年7月1 

に郵送及び電子メールにて提出すること 

（2）指定都市及び中核市  

平成21年7月13日（月）までに下記「本件担当二連絡先」に郵送及か恵   

子メ■－ルにて提出すること。  

「本件担当、連絡先」  

住 所．：〒100－8916 東京都千代田区霞が関1－2－2  

担・．当：厚生労働省健康局総務課がん対策推進室 島田、冨田  
電 話：03－52由一1111（内線4604、2946）  
ETmail：tOmita－kazushige＠mhl＊．go．・jp  

丁8了－   



平成・21年度 女性特有のがん検診推進事業 実施計画書（総括表）   

〔都道府県・指定都市・中核市名〕   

子宮頸がん 乳がん  
合計  

番号  市区町村名   
（対象者数）  （対象者数）   

40歳  
検診機関数   検診費①   

（再掲）  

事務費②  
（①＋②）   

備考欄  

′ 

計  

注1市区町村名には管内全ての市区町村名を記載すること。（指定都市及び中核市を除く。）  
2実施計画書の提出がなかった市区町村については、備考欄に理由を記載すること。  

1  



平成21年度 女性特有のがん検診推進事業 実施計画書  

（市区町村名）  

1 検診対象者  

（1）1子宮頸がん  

20歳   25歳   30歳   35歳 40歳  合計  

（D  ア  

（2）乳がん  

40歳   45歳   50歳   55歳   60歳   合計  

イ  

2 検診費   

実施計画書の作成にあたっては、あらかじめ検診費を見込むことが困難であることから、   

便宜上、次の算定式により算出すること。  

（1）子宮頸がん検診  

対象者数の合計ア × 基本給診単価 A）  

検診対象者数計ア   基本検診単価   受診率   金額  

4，098円   50％  

（2）乳がん検診対象者  

対象者数の合計イ× 基本給診単価 ×受盈室＝ B）  

検診対象者数イ   基本検診単価   受診率   金額  

4，098円   50％．  

（3）検診費用合計（A＋B）  
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3 地方事務費   

実施計画書の作成にあたっては、あらかじめ地方事務費を見込むことが困難であることから、  

便宜上、次の算定式により算出すること。  

区分   支出予定額   積算内訳   

賃金  賃金  

（ア＋イ）件×1二3／40件×＠6000円  

需用費  

印刷製本費  手帳  

（ア＋イー①）×＠99円  

グーボン  

（ア＋イ）×＠20円  

受診勧奨通知  

（ア＋イ）×＠25円  

役務費  

通信運搬費  宛名シャル  

（ア＋イー①）×嘩10円 

封筒作成  

（ア＋イー①）×＠21円  

封入等  

（ア＋イー①）×＠15円  

郵送料  

（ア＋イ∵①）×＠80円  

手数料  
振込手数料  

検診機関数×＠315円×12月   

その他（消耗品費、  224，870  

会議費、使用料及び  

借料、役務費等）  

合計  

4 合計（2検診費＋3地方事務費）  
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事  務  連 ・絡  

平成21年6月1 

都道府県  

指定都市  

中核市  

がん対策担当者 様  

厚生労働省健康局総務課  

がん対策推進室がん予防係長  

平成21年度女性特有のがん検診推準事業における検診手帳、  

クーポン券及び受診案内の取り扱いについて   

標記事業については、平成21年6月12日健発第■0612005号厚生労働省  

健康局長通知の別紙「平成21年度女性特有のがん検診実施要綱」（以下「実施要綱」  

という。）により取り扱われているところですが、事業の実施に当たっ七は、下記事  

項にご留意いただきこ 実施するようお願いします。   

なお、都道府県にあっては、貴管内市区町村に対し、周知方よろしくお願いしま  

す。  

記  

1 検診手帳の見本について   

検診手帳の見本については、2種類作成し、厚生労働省ホームページ（以下「H   
P」という。）にPDFと修正可能なデータを掲載しましたので、どちらかを選択   

し、ダウンロードを行い、地域の事情に併せて変更が必要な部分を修正して活用   

して下さい。   

ただし、下記の（1）検診手帳の種類の①のデータに②の「検診内容の説明」   

を追加しても構いません。  

（1）検診手帳の種類   

①各市区町村に見本として配布した検診手帳と同じデータ   

②見本として配布した検診手帳から「相談支擾センター」及び「検診機関一覧」  

を削除し、代わりに検診内容の説明を加えたデータ   

注）上記②のデー■タを使用する場合は、「相談支援センター」及び「検診機関一  

覧」を市区町村で作成し、検診手帳に追加又は別途同封するようお願いしま  

す。  
（2）ロPに掲載したデータの種類   

①上記（1）の検診手帳の種類①、②について誰でも閲覧可能なPDFデータ   

②上記（1）の検診手帳の種類①、②について修正可能なデータ  

（3）修正可能な検診手帳のデータの取り扱い  
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①修正可能なデータについては、特殊なソフトが必要であり（印刷業者では一  

般的に同ソフトを保有しています。）、一般の方や市区町村では閲覧できない  
ことが考えられるので、市区町村においては同じ内容のPDFデータを参考  

にして、修正箇所を印刷業者に指示する等の方法により検診手帳の作成をお  

願いします。   

②HPから修正可能なデータのダウンロードに関する仕様は、次のとおりです。  

作製OSはMac OSlO．4．3、DTPアプリ■ケーションはAdobeInDesign CS2と  

Adobe Photoshop CS2。フォントはモリサワ（OpenType）のリュウミンLと中  
ゴシック由B。その他のフォントはすべてアウトライン化済みです。 

（4）検診手帳を印刷するに当たっての留意事項   

①データの検診手帳の記述の部分は、地域の実情に異なる頁を除き修申するこ  

とはできません。絵柄なども同じものを使用するようお願いします。   

②データの検診手帳に市区町村独自に作成した頁を加えることは差し支えあり  

ませんが、’配布された対象者が手帳として活用できる範囲内で頁数を追加す  

るよう配慮をお願いします。   

③検診手帳の紙などの品質については、・各市区町村に見本を配布しますので、  

同等以上のものを作成願います。  

④検診手帳の大きさ及び色彩については、検診手帳を配布する利便性を考慮し  

て、変更して配布することは差し支えありません。   

⑤検診手帳については、市区町村の単独事業として、、無料クーポン券の記載な  
ど必要な事項を訂正して、今回の対象とならない隙間年齢の方への配布や市  

区町村の普及啓発事業などに活用していただいても差し支えありません。   

2 クーポン券の見本について   

クーポン券の見本については、偽造防止の観点からHPにはPDFデータのみ   

を掲載し、修正可能なデータについては、各都道府県担当者あて配布するので、   

指定都市、中核市を含む管内市区町村あて、配布をお願いします。  
（1）クーポン券の種類   

①子宮頸がん検診無料クーポン券  

②乳がん検診無料クーポン券  

（2）修正可能なクーポン券のデータの取り扱い  

検診手帳と同様です。  

（3）クーポン券を印刷するに当たっての留意事項   

①クーポン券の品質、大きさ、色彩及びデザインについては、第三者から見て  

当該事業たよるものであることが明確にわかるよう原則的に配布した見本と  

同等のものを印刷するようお願いします。   
②クーポン券には、市区町村が作成したことが明らカラになるよう、公印り印影  

を印刷するようお願いします。（平成21年度女性特有のがん検診推進事業  

実施要綱でも規定）   

③見本のクーポン券の受診券番号については、便宜上、子宮頸がん、乳がん検  

診を区分けするための例として記載しているものですので、各市区町村の整  

理しやすい番号に変更して善し支えありません。   

④印刷の簡便化を期すために、検診対象者の氏名等はクーポン券の切取線の左  
右において、見本では表面と裏面に記載しているが、同一面に印刷しても差  
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し支えありません。また、タックシールなどを貼ることも可能ですが、シー  

ル分に割り印を行うなど、検診対象者を特定する事項が不正に改ざんさ 

他に使用されないよう万全を期されることをお願いします。   

⑤各市区町村において、印刷したクーポン券に？いては、検診機関及び他の市  

区町村等の関係者が一目で本事業のクーポン券であると分かるよう、見本を  

当該市区町村の不一ムページで公開するようお願いします。   

⑥クーポン券の使用に当たっては、必ず保険証、運転免許証などで本人確認を  

行うよう検診機関等へ要請をお願いします。（平成21年度女性特有のがん  

検診推進事業実施要綱でも規定）   

3 受診案内の見本について   

受診案内の見本については、HPにPDFデータと、修正可能なデータを掲載   

したので、ダケンロードを行い、 

て活用して下さい。  

（1）HPに掲載したデータの種類   

①閲覧可能なPDFデータ   

②修正可能なデータ  

（2）修正可能な受診案内のデータの取り扱い   

検診手帳と同様です。  

（3）受診案内を印刷するに当たっての留意事項 

①データについては、検診手帳及びクーポン券と異なり、見本の内容を記載し  

ていただければ、各市区町村において串載内容の追加やデザインなどは変更  

して差し支えありません。   

②受診案内の見本データは、最低限の内容を記載したものであり、基準日以降  

に転居した方、既に今回の検診対象としたがんに躍っている方、補正予算成  

立後からクーポン券を配布されるまでの間に市区町村事業のがん検診を受診  

された方などへ 

お願いします。   

4 他の市区町村での受診に対する配慮について  

本事業において、クーポン券が使用できる検診機関とは、基本的には、当該市   

区町村が契約した検診機関となりますので、近隣の他の市区町村に所在する検診   

機関と積極的に契約していただき、対象者の利便性が図られるよう環境づくりを   

お願いします。  

なお、他の市区町村との合意があれば、管内検診機関との契約において、合意   

された他の市区町村が発行したクーポン券であっても、受診可能とするとともに、   

その費用の請求は契約者である当該市区町村に行い、検診結果及びクーポン券の   

写しを受託者であ▲る検診機関から対象者の居住する市区町村に送付するような契   

約を行うことは可能であり、本事業の対象となるため、積極的に近隣市区町村と   

の連携を図られるようお願いします。  

※HP掲載場所（h叫）こ／／www．mhlw．go．jp／bunya／kenkou／gan⊥kenshin．htmi）  
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無料クーポン券による近隣市区町村との請求イメージ  

※検診機関所在地の市区町村に請求する場合  

良基五  

・市内の対象者の調査  
・検診機関との調整   

L対象者ヘクーポン等の配布   

▲検診機関へ検診費の支払い（対象者①、②、④の分）  

・国に補助金請求（対象者（D、②、④の分）  

・対象者①、②、④の検診費用をA市へ請求   

一対象者①、②の検診結果及びクーポン券をA市へ、④の検診   

結果及びクーポン券の写しをB村へ送付  

○メリット   

■ 近隣市区町村及び県域を越えた検診機関との契約手続きが   
必要ない。   

（※A市と検診機関（ア）との契約において、他の市区町村に  

居住する看であっても、がん検診を実施し、その費用につ  

いて堪、契約者に請求できること、かつ、検診結果及びク  

ーポン券の写しを受託者である検診機関から対象者の  

居住する市区町村に送付するといった契約を行っておく  
ことが必要′。）  

・対象者の一時負担がない。  

・まとめて検診機関に支払うことができるため、振込手数料の費   
用が節約   



無料クーポン券による近隣市区町村との請求イメージ  
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女性特有のがん検診推進事業のQ＆A（修正版）  

〔総論〕  

女性特有のがん検診推進事業の目的及び効果は何ですか。   

事業開始はいつからですか。   

事業の実施は全国一律一斉開始となりますか、市区町村の状況により異な  

っても差し支えありませんか。   

事業の開始に向けたスケジュールはどうなっていますか。条例改正の必要  

がある場合、開始時期が制限されます。   

検診対象者の調査については、具体的にどういった調査内容、対象把握を  

考えているのですか。 

がん検診台帳に必要な項目は何ですか。   

がん検診台帳を作成するにあたり、住民基本台帳を活用することができる  

問4  

問5  

問6  

問7  

法的根拠は何ですか。  

問8 健康増進法に基づく健康増進事業として市区町村が行っているがん検診と  

は別事業と考えてよろしいか。  

問9 女性特有のがん検診推進事業は平成21年度限りの事業ですか。検診対象   

者が限定されているため、少なくとも5年間実施しなければ不幸等になるの  

ではないですか。  

問10 マンモグラフィーの出来る医療機関が少ない地区はどのように対応すれば  

よいですか。また、検診機関については、近隣自治体と既に連携しているが、   

検診機関のキャパシティは新たな受診者を重け入れる余裕はあり亭せん。受   
入可能な検診機関を紹介しでもらえる甲ですか。また、都道府県単位など、  

広域で実施検診機関を統一して決定した方が 副使性が確保されると考えま  

すが、そのような体制を検討してもらえるのですか。  

問11県域を越えた職場の市区町村との連携とは、どのように行うのですか。（県  

外の委託契約方法は、県内であっても地元以外の医療機関との契約は国が調   

整を図るのですか。その場合の委託料と地元に通常依捜する場合の委託料に  

違いがあった場合、その委託料が今後に影響を及ぼさないですか。（国の設定  

が高い場合））  

問12 乳がん検診、子宮がん検診が2年に1回受診なのに、今回の事業の対象者   

は5歳刻みの奇数年で、1年のみの補助事業にするのはなぜですか。  

問13 昨年度受診し、本事業により今年度も受診した者について、来年度の受診   

はどのように扱えばよろしいでしょうか。  

問14 検診手帳の交付と受診率の向上には、どう相互関係があ 

ですか。  

問15 検診の内容に定めはあるのか。市区町村で行っている検診と同 

か。（国の指針以外の検査方法への対応）  

問16 当市では、隔年（2年に1回）で検診を実施して 

受診した人は45歳では受診ができません。この方にも国の経済危機対策とし  

－96－   



て実施するのですか。自治体で定めた基準と合わない部分はどうするのです  

か。施策のための、住民への周知が複雑になります。  

問17 検診の年齢設定（5歳刻み）と乳がん及び子宮がんの指針にある「2年に   

1度の検診受診」の整合性をどう考えているのですか。対象年齢の設定根拠が  

不明確であり、住民が混乱する恐れがあります。  

問18 各医師会や検診機関への協力依頼、周知等は行うのですか。行う場合は国  

や都道府県はどう関与してくのですか。  

問19 医師会所属の医療機関ならば調整できる可能性はあるが、その他の医療機   

関とは調整ができないため検診費用の支払いが難しい。（契約無しで（ま支払い   

ができないのでたった1件の為にいちいち契約を結ばなくてはならなくなるの  

で不可能）  

問20 受診率向上について、どの程度上昇すると想定しているのですか。  

〔検診対象者〕  

問1検診対象者の年齢の基準日はいつですか。  

問2 既に検診を受診した者は事業の対象になるのですか。  

間3 本事業の施行日からクーポン券の準送までl±検診を受診した者は事業の対  

象となるのですか。 

問4 

すか。  

問5 基準日後に転出した検診対象者の受診先及び請求先はどうなるのか。  

問6 転出先で受診できる体制づくりは間に合うのか。  

問7 職場でがん検診を受診している人に対しては、補助対象となりますか。  

問8 対象年齢として掲げられている年齢をすべて実施しなければならないか。  

問 

受診者としてカウントし、例年の事業報告に加えることができるゐですか。  

問10 外国人は対象となりますか。  

間11市区町村の検診を受けず、人間ドックを受けた場合、補助対象となります  

か。  

問12 当市では、隔年で検診を実施しているため、今年対象となっている年齢の  

人だけを対象にこの制度による検診を実施し、その分だけ補助を受けるこ＼と  

は可能ですか。  

問13 初受診者め掘り起こしのために、子宮頸がん検診も、45、50、55、  

60歳を追加してもよいのではないか。  

問14 当自治体では、偶数年齢を対象としているが、5歳刻みの奇数年齢で実施  

することになると、対象年齢の要件が住民にわかりづらくなります。検診対  

象を偶数年齢に出来ないでしょうか。（例として「45歳対象」を「44歳」にす  

るなどはどうですか）  

問15 奇数年齢を検診対象としていない場合、 

する」盲、通知を自治体から住民に知らせることになりますか。  
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〔検診手帳及びクーポン〕  

問1検診手帳と鹿康手帳は同じものですか。  

問2．検診手帳は市区町村が作成するのですか。また、検診手帳の内容は市区町  

村によって、変更しても差し支えないですか。  

問3 クーポン券の使用期限はありますか。  

問4 既に市区町村でがん検診の受診券を送付している場合であっても、本事業  

におけるクーポン券を配布する必要があるのですか。  

問5 自己負担分の検診料を無料にするのに、なぜケーボン券にする必要がある  

のですか。個人通知で無料になる旨の文書でも充分受診勧奨になるのではな  

いですか。  

間6 クーポン券は全国どこでも使用可能とするのですか。その支払は検診対象  

者の居住地とするのですか、検診機関の所在地とするのですか。  

問7 DV被害、里帰り出産後滞在中等で住民票と■現住地、居地が違う場合に、  

本人から申し出があった場合は現住地、居地に送付可能ですか。また、現住  

地、居地付嘩の検診機関の受診は可能ですか。  

問8 他の市区町村の韓診機関であっても、契約すれば自分の市区町村で発行し  

たクーポン券を使え、支払えるという理解でよいですか。  

問9 市区町村の直営検診機関でがんが発見され、医療機関への受診履歴がわか  

る場合、イクーポン券及び検診手帳」を送付しなくてよいですか。または各市  

区町村で判断してよいですか。  

問10 当自治体では、受診券を使わず、受診者が直接検診機関に予約し、検診機  

関から役所に受診資格を確認する「Jコールセンター方式」により、がん検診  

を行っています。このため、クーポンの配布や検診手帳の交付は事務処理上  

なじみにくいが、自治体でやりやすい方法（たとえば、検診機関がコールセ  

ンターに資格確認を行う際に、受診者がクーポン対象者であることを確認す  

るといった方法）は可能か。また、同じ理由から、検診手帳を検診機関での  

受診時に渡すことはできるぁか。  

〔予算関係〕  

問1補助対象経費の内訳はどう 

問2 本事業の補助金は、地方交付税不交付団体においても補助されるというこ  

とでよろしいですか。  

甲3 対象者特定や台帳整備のためのシステム改修費は補助対象となりますか0  

問4 検診単価の基準はありますか。  

問5 備品購入垂は補助対象となりますか。 

問6 地方公共団体職員の人件費は補助対象となりますか。  

問7 任期付任用職員の給与は補助対象となりますか。  

問8 検診を医師会等に委託している場合、委託料も検診費に含まれますか。  
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問9 本専業は、子宮頸がん検診を対象としているが、医師の判断により子宮体  

がんの検診も必要とされた場合は、補助対象とすることは可能ですか。  

問10 乳がん検診ではマンモグラフィを実施すべきと認識していますが、離島な  

ど検診車の手配等が難しい地域においては、対象者を限定した上で、本土で  

マンモグラフィ検診を受けられるよう、交通費についても支給した場合、補  

助対象となりますか。  

問11検診機関への支払方法は、口座への振込となるが、振込手数料は補助対象  

となりますか。  

問12 検診対象者への償還払いを行う際の振込手数料は補助対象となりますか。  

問13 市区町村内に居住する外国人に対して、がん検診受診券及び検診手帳を外  

国語に翻訳した上で送付する場合の翻訳代は補助対象となりますか。  

問14 クーポン券が届かなかったり、紛失した場合の対応はどうするのですか。  

問15 当市では、乳がん検診は、40代は2方向、50代以上は＿1方向でマンモグラ  

フィの検査を実施しています。年代によって医療機関に支払う金額が異なり  

ますが、補助金の申請はどうなりますか。また、各自治体ごとに委託してい  

る医療機関に支払う医療衛生委託費は異なります。補助率は10／10ですが、各  

市区町村ごとの実際の経費が補助されるのですか。  

間16 市区町村の施策により、がん検診の自己負担が既に無料の場合、本事業に  

該当しないのですか。  

問17 生活保護受給者は市区町村で自己負担金を免除しています。、その人は補助  

の対象となりますか。  

問18 以前にがんが発見され、「治療中、経過観察中、手術を受けた場合」でも無  

料クーポンが送付された場合、補助対象として検診を受診してよいですか。  

また、がんが見つかった部位を含みますか。  

問19 国保加入者については、国保からの助成により、自己負担額を無料として  

いる場合にお、いて、本事業で費用の対象となるのは、国保からの助成を除い  

たものとなりますか。それとも、国保からの助成の有無にかかわらず自己負   

担額と市町村負担額となるのですか。  

問20 妊婦健診での子宮頸がん検診と本事業での子宮頸がん検診では、どちらが  

優先されるのですか。  

問21妊婦健診のような、事業開始前に受診した者への費用助成は、事務手続き  

が煩雑になること、また、少療の自己負担分を振込手数料を使って支払うの  

は無駄が多いと思いますので、補助金の対象は事業開始以降の受診者にして  

いただきたい。  

問22 検診機関に指定はありますか。また、人間ドック検診やメインとしての検  

診ではなく、他の検診を受けて、そのオプションとした場合はどうなります  

か。  

問23 乳がん検診として、乳房超音波検査を行った場合の検診費用は、福助対象  

となりますか。またこ 子宮頸がん検診として、HPV検査を行った場合の費  

用は、補助対象となりますか。  
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問24 子宮がん検．診については、コルポスコープ検査まで費用補助はありますか。   

必要であれば全員実施しても補助対象となりますか。  

問25 乳がん検診については、視触診のみの場合も費用補助はありますか。超波  

検査も補助対象となりますか。  

問26 健康増進法の補助金では課税状況によって補助基準額に羞があります。  

本事業の補助金も対象者の課税状況によって分けることになりますか。  

問27．本事業による新たな財源（一時立替払いとしての自治体の持ち出し分など  

の確保についてはかなり難しいと考えるがどう考えていますか。  

問28 検診手帳の配付につし◆ヽて、年齢対象者以外の希望者には配付できないので  

＼   すかこ また、配付した場合は補助金の対象となりますか。′（狭い地域の中では  

不公平感があるだめ。）  

〔その他〕  

問1がん検診の対象者仁ついては、平成21年3月18日付厚生労働省健康局  

総務課長通知「市町村がん検診事業の充実強化について」の文書中、「推計対  

象者数を用いた受診率の算出結果を参考に市町村がん検診の事業評価を適切  

に行うよう」との記載があるところですが、当市の対象者数は独自の調査方  

法により算出しておりましたが、今回の厚生労働省からの技術的助言に基づ  

き、この推計対象者数を用いた受診率算出へと変更したい七考えております。  

しかし、由された推計対象者数は総数のみになっており、5歳刻み年齢別に  

把握することができないため、このままですと5歳刻み年齢別の受診率を出   

すことができません。地域保健■健康増進報告でも各がん検診の対象者数を  

5歳刻み年齢階級別に求めておりますので、ぜひ5歳刻みの推計対象者数を  

市町村が使用できるようにお願いしたい。  
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女性特有のがん検診推進事業のQ＆A  

〔総論〕  

問1 女性特有のがん検診推進事業の目的及び効果は何ですか。  

（答）がんはわが国において昭和56年から死亡原因の第1位であり、がんによ   

る死亡者数は年間30万人を超える状況です。しかし診断と治療の進歩によ   

り、一部のがんでは早期発見、早期治療が可能となってきております。がん   

による死亡者を減少させるためには、がん検診の受診率を向上させ、がんを   

早期に発見することが極めて重要であることに鑑み、特に女性特有のがん検   

診については、検診受診率が低いことから、また未来への投資に繋がる子育   

て支援の一環として、今般の経済危機対策として平成21年度の補正予算に   

計上されたところです。  

本事業を行うことにより、がん検診受診率の向上が図られる場合は、もっ   

てがん死亡率の減少に資するものと考えています。  

問2 事業開始はいつからですか。  

（答）本事業については、平成21年5月29日に補正予算が成立したことに伴   

い、・平成21年4月1 

象とします。  

なお、本事業の基準日については、平成21年6月30日とし、その基準   

日において、がん検診台帳を整理してください。  

間3 事業の実施は全国一律一斉開始となりますか、市区町村の状況により異な  

っても差し支えありませんか。  

（答）検診対象者の人数、検診機関との調整、各市区町村の事情によって準備期   

問が想定されるため、各市区町村によって事業の開始日は異なっても差し支   

えありません。また各市区町村におい七、受診可能な検診機関等の検診対象   

者の受入可能人数を考慮し、がん検診クーポン券（以下「グーボン券」とい   

う。）を数回に分けて交付することも可能です。  

問4 事業の開始に向けたスケジュールはどうなっていますか。条例改正の必要  

がある場合、開始時期が制限されます。  

（答）5月29日に開催したがん対策担当者会議において、がん検診台帳の整備、   

検診機関との調整及び検診手帳の検討など事前に準備をする事項をお示しし   

たとおり、平成21年度補正予算成立後に速やかに事業を実施できるよう協力   

をお願いします。また、検診単価等を条例によって定めている場合があれば   
別ですが、基太的には現在行っているがん検診を拡充する施策であるので、  
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原則として条例改正は必要ないと考えています。  

問5 検診対象者の調査については、具体的にどういった調査内容、対象把握を  

考えているのですか。  

（答）検診対象者の調査とは、住民基本台帳をもとに、国で示す対象年齢の方を   

検診対象者として、がん検診台帳に整理することです。  

問6 がん検診台帳に必要な項目は何ですか。、  

（答）検診対象者ごとに、氏名、年齢、住所、クーポン券の発券番号、がん検診   

受診の有無のほか、各市区町村において必要な情報を記載できるよう台帳整   

備をお願いします－。  

問7 がん検診台帳を作成するにあたり、住民基本台帳を活用することができ  

る法的根拠は何ですか。  

（答）がん検診は市区町村の自治事務であり、当該事務に住民基本台帳を活用す   

ることができる根拠は、住民基本台帳法第1条となります。  

問．8 健康増進串に基づく健康増進事業として市区町村が行っているがん検診と   

は別事業と考えてよろし’いか。  
（答）本事業は、健康増進法に基づく市区町村が行うがん検診のうち、一定の年   

齢に達した女性に対して行う事業です甲で、別事業ということではありませ   

ん。  

問9 女性轄有のがん検診推進事業は平成21年度限りの事業ですか。検診対象  

者が限定されているため、少なくとも5年間実施しなければ不平等になるの  

ではないですか。  

（答）今般の女性特有のがん検診推進事業は、平成21年度の経済危機対策の「   

環として実嘩される事業ですので、平成21年度限りの措置として位置づけ   

られています。  

なお、平成22年度以降の事業の実施については、本事業の成果を検証の   

上、検討していく予定です。  
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問10 マンモグラフィーの出来る医療機関が少ない地区はどのように対応すれば  

よいですか。また、検診機関については、近隣自治体と既に連携しているが、   

検診機関のキャパシティは新たな受診者を受け入れる余裕はありません。受  

入可能な検診機関を紹介してもらえるのですか。また、都道府県単位など、  

広域で実施検診機関を統一して決定した方が 利便性が確保されると考えま  

すが、そのような体制を検討してもらえるのですか。  

（答）市区町村において、受入可能ながん検診機関の受診可能人数を考慮し、ク   

ーポン券の時差をつけた交付や近隣市町村等との連携亡より、受入体制を最   

大限活用できるような配慮をお願いします。  

また、近隣市町村や県域を越えた連携については、都道府県や対象市町村  
において、お互いに委託できる検診機関等の紹介を行うなどの協力をお願い   

します。  

問11県域を越えた職場の市区町村との連携とは、どのように行うのですか。  

（県外の委託契約方法は、県内であっても地元以外の医療機関との契約は  

国が調整を図るのですか。その場合の委託料と地元に通常依捜する場合の委   

託料に違いがあった場合、その委託料が今後に影響を及ぼさないですか。（国  

の設定が高い場合））  

（答）白市区町村管内のがん検診機関において、他の市区町村に居住する検診対   

象者についても、本事業により、がん検診を受診できるよう配慮するととも   

に、検診結果については、がん検診機関から検診対象者の居住地の市区町村  

に送付するような仕組みを構築し、がん検診受診に係る利便性を向上させる   

ようお願いします。  

また、市区町村こおいて地域の実情に応じて最大限使用できる検診機関の   

範囲を広げるようお願いするとともに、その検診機関の選定にあたっては、   

県や近隣市区町村などに対し、委託契約検診機関の照会を行い実施するよう   

お願いします。  

問12・乳がん検診、子宮がん検診が2年に∫1回受診なのに、今回の事業の対象者  

は5歳刻みの奇数年で、1年のみの補助事業にするのはなぜですか。  
（答）今回の施策は子育て支援対策として、女性特有のがん検診に対する受診率   

向上策の一つとして実施するものです。子宮頸がん、乳がんの検診対象年齢   

となる年齢から5歳刻みにターゲットを絞った受診勧奨を行い、これまで検   

診機会のなかった方にも既存の制度の中で受診を促す施策として実施するも   

のです。また、年代的な偏りがないよう隙間年齢の方へ受診することへの認   

知も誘発することを目的としています。また、今回の措置は単年度事業であ   

り、本施策の成果を踏まえつつ、事業の継続について検討していく予定です。  
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問13 昨年度受診し、本事業により今年度も受診した者について、来年度の受診  

はどのように扱えばよろしいでしようか。  

（答）引き続き、健康増進法に基づく、がん検診を実施してください。  

問14 検診手帳の交付と受診率の向上には、どう相互関係があると考えているの  

ですか。  

（答）がん検診を受診しない理由は、がんに係る正しい知識の理解が国民に浸透   

してし 

の交付によ・リ、がんに係る正しい知識を持った検診対象者を受診行動へ誘発   

することができると考えています。  

間15 検診の内容に定めはあるのか。市区町村で行っている検診と同じでよいの  

ですか。（国の指針以外の検査方法への対応）  

（答）検診内容は、原則として「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のため   

の指針について」（平成20年3月31日付け虚発第0331058号厚生労   

働省健康局長通知。以下「がん検診実施指針」という。」）に基づくことにな   

ります。  

問16 当市では、隔年（2年に1回）で検診を実施しています。そのため、44歳で  

受診した人は45歳では受診ができません。この方にも国の経済危機対策とし  

て実施するのですか。自治体で定めた基準と合わない部分はどうするのです  

か。施策のための、住民への周知が複雑になります。  

（答）今回の事業は既存のがん検診事業に加えて、受診勧奨事業の一環として取   

り扱われるものであり、昨年受診した方でも対象年齢の方には、検診手帳を   

配布してください。なお、クーポン券については、併せて配布していただい   

ても構いませんが、受診案内により医学的な観点から凄診間隔は2年に1回   

が推奨されていることを明確にお知らせすることが必要です。  

問17 検診の年齢設定（5歳刻み）と乳がん及び子宮がんの指針にある「2年に   

1度の検診受診」の整合性をどう考えているのですか。対象年齢の設定根拠  

が不明確であり、住民が混乱する恐れがあります。◆’  

（答）■検診の．間隔については、住民に誤解を与えないよう検診手帳の見本を参考   

にし、明確に記載いたたくようお願いします。  
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間18’各医師会や検診機関への協力依桓、周知等は行うのですか。行う場合は国  

や都道府県はどう関与してくのですか。  

（答）当該事業が円j即こ進むよう、関係団体等に対して、国として協力を要請し   

ていくこととしています。  

問19 医師会所属の医療機関ならば調整できる可能性はあるが、その他の医療機  

関とは調整ができないため検診費用の支払いが難しい。（契約無しでは支払  

いができないのでたった1件の為にいちいち契約を結ばなくてはならなくな  

るので不可能）  

（答）地域の実情により、検診機関との委託契約、償還払い、当該市町村の既委   

託契約済みの検診機関での他市区町村のクーポン券を使用した検診真の支払   

等、市区町村において個別に判断し、検診対象者の利便性を十分考慮した対   

応をお願いします。  

問20 受診率向上について、どの程度上昇すると想定しているのですか。  

（答）予算の要求上は、本施策の実施により、クーポン券対象者の受診率として   

50％を見込んでいるところです。 
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女性特有のがん検診推進事業のQ＆A  

〔検診対象者〕  

問1 検診対象者の年齢の基準日はいつですか。  

（答）検診対象の年齢は次の表のとおりです。  

（1）子宮頸がん検診については、以下の年齢の女性が対象となります。  

年 齢   生年月日   

20歳   昭和63（1988）年4月2日～平成 元（1989）年4月1日   

25歳   昭和58（1983）年4月2日～昭和59（19糾）年4月1日   

30歳   昭和5・3■（1978）年4月2日～昭和54（1979）年4月1日   

35歳   昭和48（1973）年4月2日～昭和49（1974）年4月1日   

40歳   昭和43（1968）年4月2日～昭和44（1969）年4月1日   

（2）乳がん検診については、以下の年齢の女性が対象となります。  

年 齢   生年月日   

40歳   昭和43（1968）年4月2日～昭和44（1969）年4月1日   

45歳   昭和38（1963）．年4月2日～昭和39（1964）年4月1日   

5■0歳   昭和33（1958）年4月2日ん昭和34（1959）年4月1日   

55歳   昭和28（1953）年4月2日～昭和29（1954）年4月1日   

60歳   昭和23（1948）年4月2日～昭和24（1949）年4月1日   

問2 民引こ検診を受診した者は事業の対象になるのですか。  

（答）検診手帳及びクーポン券の配布につし†ては、既にがん検診を受診したかを   

問わず、上記年齢の方を対象に事業を行います。  

なお、平成21年4月1日以降、検診対象者にクーポン券が届く前に、市   

区町村が行うがん検診を受診された方の自己負担額については、ク⊥ボン券   

と領収書などにより、償還払いが可能であ 

いても、補助対象となります。  

′  

問3 本事業の施行日からクーポン券の発送までに検診を受診した者は事業の対  

象となるのですか。  
（答）事業の対象となります。この場合は、クーポン券と検診機関からの領岬書   

を確認し、直接、本人の口座に自己負担分を返還してくださt＼。  

なおこ 検診時において、本事業の対象者であることが、明らかな場合は、   

窓口で自己負担分を徴収せず、後日、検診手帳のみを配布することも可能で  

す。  
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問4 台帳整備後に対象者の転入・転出があった場合の取り壊いはどうなるので  

すか。  

（答）本事業の基準日は、平成21年6月30日とし、その基準日において、が   

ん検診台帳を整理していただくこととしています。  

がん検診台帳を整理した時点の検診対象者に対して、検診手帳等を配布し   

てください。  

このため、その後の転入・転出者については、基準日時点の市区町村から   

配布をお願いします。  

問5 基準日後に転出した検診対象者の受診先及び請求先はどうなるのか。  

（答）基準日後に転出した検診対象者のうち、がん検診を未受診の方については、   

転出先の市区町村に受診可能な検診機関を確認し、受診していただくことにな   

ります。この場合、検診機関からの請求は、契約を結ん七いる転出先の市区町   

村になります。  

問6 転出先で受診できる体制づくりは間に合うのか。  

（答）転出者への受診機会を可能な限り広げるため、クーポン券の有効期限を交   

付年月日から6か月と予定しています。受診希望があった場合、可能な限り   

受け入れ体制づくりを進めるようお願いします。  

問7 職場でがん検診を受診している人に対しては、補助対象となりますか。  

（答）職域で受診可能な者であっても、市区町村が行うがん検診を受診し七場合   

は補助対象となります。  

なお、職域で既に受診した者がクーポン券を使用して、市区町村が行うが   

ん検診を再度受診した場合の費用についても補助対象となりますが、受診案   

内により医学的な観点から受診間隔は2年に1回が推奨されていることを明   

確にお知らせすることが必要です。  

問8 対象年齢として掲げられている年齢をすべて実施しなければならないか。  

（答）対象年齢者全ての方に実施をお願いします。  

問9 本事業で受診した者は、健康増進事業に基づく市区町村のがん検診事業の   

受診者として 

（答）受診者として計上して結構です。  
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問10 外国人は対象となりますか。  

（答）本事業は健康増進法に基づく市区町村が行うがん検診のうち、一定の年齢   

に達した女性に対して行う事業ですので、対象者については従前のとおりと   

なります。  

問11市区町村の検診を受けず、人間ドックを受けた場合、補助対象となります  

か。  

（答）本事業は健康増進法に基づく市区町村が行うがん検診のうち、一定の年齢   

に達した女性亡如して行う事業ですので、市区町村事業として人間ドックを   
行っている場合は補助対象となります。ただし、子宮がん検診、乳がん検診   

の検診費用を個別に算定できる場合に限ります。  

問12 当市では、隔年で検診を実施しているため、今年対象となっている年齢の  

人だけを対象にこの制度による検診を実施し、その分だけ補助を受けること  

は可能ですか。  

（答）本事業の対象となる方全員に、ウーボン券、検診手帳及び受診案内の送付   

をお願いします。また受診間隔については、受診案内で明確に記載するよう   

な配慮をお願いします。  

問13 初受診者の掘り起こしのために、子宮頸がん検診も、45、50、55、  

60歳を追加してもよいですか。r  

（答）補助対象とはなり亭せんが、市区町村独自の事業として、拡充された交付   

税の積極的な活用により実施をお願いします。  

問14 当自治体では、偶勢年齢を対象としてい草すが、5歳刻みの奇数年齢で実  

施すること亡なると、対琴年齢の要件が住民にわかりづらくなり◆ます。検診  

対象を偶数年齢に出来ないでしょうか。（例として「45歳対象」を「44歳」  

にするなどはどうですか）  

（答）補助対象となる対象年齢については、変更できません。  

問15 奇数年齢を検診対象としていない場合、今回の事業により「特別に対象と  

する」旨、通知を自治体から住民に知らせることになりますか。  

（答）受診案内の内容で今回の施策の概要を明記してください。  

－108－   



女性特有のがん検診推進事業のQ＆A  

〔検診手帳及びクーポン券〕  

問1 検診手帳と健康手帳は同じものですか。  

（答）40歳以上に配布する健康増進法に基づく健康手帳とは違います。本事業   

における検診手帳とは、一定年齢の女性にターゲットを絞って、がんについ   

ての正しい知識をわかりやすく記載し、子宮頸がん及び乳がん検診の必要性   

を検診対象者に認知していただだき、受診行動へ促す内容を盛り込んだ手帳   

の見本をもとに作成していただくものです。  

間2 検診手帳は市区町村が作成するのですか。また、検診手帳の内容は市区町   村によって、変更しても差し支えないですか。  
（答）国が見本を示した内容及び形式・品質を参考として、地域の情報を加えた   

ものを市区町村で作成します。なお、国が示す見本より、手帳の内容及品質   

等は予算の範囲内で同等以上のものの作成をお願いします。その内容を充実   

させることは可能ですが、見本の記載内容を修正することはできません。  

問3 クーポン券の使用期限はありますか。  

（答）使用期限は、市区町村がクーポン券を発行した日から6ケ月間を予定して   

います。  

問4 既に市区町村でがん検診の受診券を送付している場合であっても、本事業   におけるクーポン券を配布する必要があるのですか。  
（答）本事業の対象者に対して、従来からのがん検診事業に加え、受診勧奨方策   

の一つとして新たに行うものですので、可能な限り本施策の趣旨にそって、   

配布するよう協力をお願いします。  

問5・自己負担分の検診料を無料にするのに、なぜクーポン券にする必要がある  

のですか。個人通知で無料になる旨の文書でも充分受診勧奨になるのではな  
いですか。  

（答）今回は、諸外国において検診率を引き上げる施策の一つとして、がんに係   

る正しい知識を理解し、啓発を促すような検診手帳と併せてクーポン券を配   
布する受診勧奨が行われており、受診率の向上に有用であったことから、我  

が国においても、目に見える形で検診対象者に配布し、受診へ行動を促すた  

めの事業を行うこととしたものです。  
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問6 クーポン券は全国どこでも使用可能とするのですか。その支払は検診対象   

者の居住地とするのですか、検診機関の所在地とするのですか。  

（答）クーポン券は市区町村が契約を行っている検診機関であれば、全国どこで   

使用した場合であっても、その請求については、当該検診機関と契約を結ん   

でいる検診機関の所在地の市区町村に請求することが可能な制度とします。   

検診費用も補助対象に含まれますので、各市区町村の判断により円滑に事業   

が進むよう支出方法などを含めて協力をお願いします。  

問7 DV被害、里帰り出産後滞在中等で住民票と現住地、居地が違う場合に、  

本人から申し出があった場合は現住地、居地に送付可能ですか。また、現住  

地、－居地付近の検診機関の受診は可能ですか。・  

（答）双方とも補助対象となりますので、各市区町村の判断でできる限り受診が   

円滑になるよう協力をお願いします。  

問8 他の市区町村の検診機関であっても、契約すれば自分の市区町村で発行し  

たクーポン券を使え、支払えるという理解でよいですか。  

（答）補助対象となります。  

問9 市区町村の直営検診機関でがんが発見され、医療機関への受診履歴がわか  

る場合、「クーポン券及び検診手帳」を送付しなくてよいですか。または各  

市区町村で判断してよいですか。  

（答）原則として検診対象者であれば、クーポン券及び検診手帳の配布をお願い   

します。ただし受診案内において注意事項で明記するか、検診対象者が精神   

的に苦痛を及ぼすものである時には、個別に判断するようお願いします。  

問10 当自治体では、受診券を使わず、受診者が直接検診機関に予約し、検診機   

関から役所に受診資格を確認する「 

を行っています。このため、クーポン¢配布や検診手帳の交付は事務処理上  

なじみにくいが、自治体でやりやすい方法（たとえば、検診機関がコールセ   

ンターに筆格確認を行う際に、・受診者がクーポン対象者であるこ 

るといった方法）は可能か。また、同じ理由から、検診手帳を検診機関で   

の受診時に渡すことはでき 

（答）「定年齢の検診対象者にクーポン券及び模診手帳を同封する受診勧奨事業   

を実施することにより、受診率を向上させることも目的したものであるので、   

補助対象とはなりません。 
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女性特有のがん検診推進事業のQ＆A  

〔予算関係〕  

問1補助対象経費の内訳はどうなっているのですか。  

（答）検診費用に係る自己負担及び市区町村負担分、クーポン券、検診手帳及び   

受診案内の印刷製本費、検診対象者への郵送費、賃金、実績報告章の作成費、   

検診機関等への振込手数料、事務機器借上げ料、消耗品、会議費、委託料等   

の本事業を行うために必要な経書が補助対象となります。  

問2 本事業の補助金は、地方交付税不交付団体においても補助されるというこ  

とでよろしいですか。  

（答）地方交付税不交付団体においても、補助対象となります。  

問3 対象者特定や台帳整備のためのシステム改修費は補助対象となりますか。  

（答）システム改修費は補助対象外となります。  

問4 検診単価の基準はありますか。  

（答）検診単価については、現在、各市区町村が行っている検診機関との委託契   

約単価が補助対象になると考えています。  

ただし、市区町村の保健センターなど直轄で検診を行う場合は、検診単価   

の内訳を示していただくこととなります。  

問5 備品購入費は補助対象となりますか。  

（答）補助対象外となります。  

問6 地方公共団体職員の人件費は補助対象となりますか。  

（答）補助対象外となります。  

問7 任期付任用職員の給与は補助対象となりますか。  

（答）賃金職員は、補助対象となります。  
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問8 検診を医師会等に委託している場合、委託料も検診費に含まれますか。  

（答）補助対象経費が算定できるよう、委託内容の詳細がわかる場合は含めて差   

し支えありません。ただし委託の範囲及び計上できる内容については個別判   
断するので事前に相談をしてください。  

間9 本事業は、子宮頸がん検診を対象としているが、医師の判断により子宮体   

がんの検診も必要とされた場合は、補助対象とする土とは可能ですか。  

（答）子宮頸がん検診、乳がん検診が補助対象事業となりますので、子宮体がん   

検診は補助対象外となります。  

問10 乳がん検診ではマンモグラフィを実施すべきと認識していますが、離島な  

ど検診車の手配等が難しい地域においては、対象者を限定した上で、本土で   

アンモグラフィ検診を受けられるよう、交通費についても支給した場合、補  

助対象となりますか。  

（答）交通費は補助対象外となります。  

問‖ 検診機関への支払方法は、」口座への振込となるが、振込手数料は補助対象  

となりますか。  

（答）補助対象となります。  

問12 検診対象者への償還払いを行う際の振込手数料は補助対象となりますか。  

（答）補助対象となります。  

問13 市区町村内に居住する外国人に対して、がん検診受診券及び検診手帳を外   

国語に翻訳した上で送付する場合の翻訳代は補助対象となりますか。  

（答）補助対象となります。  

間14 クーポン券が届かなかったり、紛失した場合の対応はどうするのですか。  

（答）再発行をお願いします。再発行についても補助対象となります。  
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問15 当市では、乳がん検診は、40代は2方向、50代以上は1方向でマンモグラ   

フィの検査を実施しています。一年代によって医療機関に支払う金額が異なりま   

すが、補助金の申請はどうなりますか。また、各自治体ごとに委託している医   

療機関に支払う医療衛生委託費は異なります。補助率は10／10ですが、各市区   

町村ごとの実際の経費が補助されるのですか。  

（答）予算の範囲内において、契約単価毎に使用したクーポン券の枚数を掛けた   

金額を申請し、補助することとしています。  

問16 市区町村の施策により、がん検診の自己負担が既に無料の場合、本事業に  

該当しないのですか。  

（答）補正予算成立後に実施する事業であり、事業の趣旨に添ったものであれば   

各市区町村が負担する検診費用も全て補助対象とな■ります。  

問17 生活保護受給者は市区町村で自己負担金を免除しています。その人は補助  

の対象となりますか。  

（答）対象年齢であれば、補助対象となります。  

問18 以前にがんが発見され、「治療中、経過観察中、手術を受けた場合」でも   

無料クーポンが送付された場合、補助対象として検診を受診してよいですか。  

また、がんが見つかった部位を含みますか。  

（答）「治療中、経過観察中、手術を受けた場合」でも補助対象として受診ができ   

ます。なお、補助対象となるがん種は、子宮頸がんと乳がんに限られます。  

問19 国保加入者については、国保からの助成により、自己負担綾を無料として  

いる場合において、本事業で費用の対象となるのは、国保からの助成を除い  

たものとなりますか。それとも、国保からの助成の有無にかかわらず自己負  

担韓と市町村負担額となるのですか。  

（答）健康増進法に基づく一、市区町村が行うがん検診において、クーポン券によ   

りがん検診を受診された場合は、補助対象となりますが、他の制度により助   

成がある場合は、寄附会その他収入として計上してください。  

－113－   



問20 妊婦健診での子宮頸がん検診と本事業での子宮頸がん検診では、どちらが  

優先されるのですか。  

（答）クーポン券により子宮頸がん検診を受診された場合は、補助対象となりま   

す。ただし、子宮頸がん検診の費用を個別に算定できる場合に限ります。  

問21妊婦健診の皐うな、事業開始前に受診した者への費用助成は、事務手続き  

が煩雑になること、また、少額の自己負担分を振込手数料を使って支払うの  

は無駄が多いと思いますので、補助金の対象は事業開始以降の受診者にして  

いただきたい。  

（答）対象者にクーポン券が届いてからの検診が本事業の対象とすると、各市区   

町村において、クーポン券の送付時期が異なることから、送付が遅くなる程、   

対象者の不利益となりますので、クーポン券を送付する前に実施した、市区  

町村が行うがん検診については、本事業の対象とします。  

問22 検診機関に指定はありますか。また、人間ドック検診やメインとしての検  

診ではなく、他の検診を受けて、・そのオプションとした場合はどうなります  

か．  

（答）原則として、がん検診実施指針に基づく検診可能な機関で実施してくださ   

い。  

補助対象となるがん検診の費用を個別に算定できる場合、人間ドック検診、   

オプション検診などの形態にとらわれず、補助対象となります。  

問23 乳がん検診として、乳房超音波検査を行った場合の検診費用は、補助対象  

となりますか。また、子宮頸がん検診として，、HPV検査を行った場合の費  

用は、補助対象となりますか。  

（答）いずれも補助対象外となります。補助対象となる検李方法は、がん検診実   

施指針に含まれた検査項目により検診を行った場合です。  

問24．子宮がん検診については、コルポスコープ検査まで費用補助はありますか。  

必要であれば全員実施しても補助対象となりますか。  

（答）がん検診実施指針に含まれた検査項目により検診を行った場合については、   

補助対象となります。  
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問25 乳がん検診については、視触診のみの場合も費用補助はありますか。超  

波検査も補助対象となりますか。  

（答）がん検診実施指針に含まれた検診項目により検診を行った場合については、   

補助対象となります。  

問26 健康増進法の補助金では課税状況によって補助基準額に差があります。  

本事業の補助金も対象者の課税状況によって分けることになりますか。  

（答）本事業では、対象者の課税状況については考慮しません。  

問27 本事業による新たな財源（一時立替払いとしての自治体の持ち出し分など）  

の確保についてはかなり難しいと考えるがどう考えてい．ますか。  

（答）市区町村の検診対象者数を報告してもらい、その人数に応じた金額を各市   

区町村に割り当て、申請書を提出していただく予定としています。  

また、交付決定後、概算払いが可能となるよう、関係機関と調整していく   

予定です。  

問28 検診手嘩の配付について、年齢対象者以外の希望者には配付できないので  

すか。また、配付した場合は補助金の対象となりますか。（狭い地域の中で  

は不公平感があるため。）  

（答）補助対象となりませんが、検診手帳を対象者以外の希望者に配布すること   

は差し支えありません。  
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女性特有のがん検診推進事業のQ＆A  

〔その他〕  

問1 がん検診の対象者については、平成21年3月18日付厚生労働省健康局   

総務課長通知「市町村がん検診事業の充実弓削ヒについて」の文書中、「推計  

対象者数を用いた受診率の算出結果を参考に市町村がん検診の事業評価を適  

切に行うよう」との記載があるところですが、当市の対象者数は独自の調査  

方法により算出しておりましたが、今回の厚生労働省からの技術的助言に基  

づき、この推計対象者数を用いた受診率算出へと変更したいと考えておりま   

す。しかし、出された推計対象者数は総数のみになっており、5歳刻み年齢  

別に把握することができないため、、このままですと5歳刻み年齢別の受診率  

を出すことができません。地域保健・健康増進報告でも各がん検診の対象者  

数を5歳刻み年齢階級別に求めておりますので、ぜひ5歳刻みの推計対象者  

数を市町村が使用できるようにお願いしたい。  

（答）5歳刻み年齢別の「推計対象者数」の算出は予定していませんが、既にお   

示ししている算出方法を参考に、各市区町村において算出いただいて差し支   

えありません。既に独自に算出されている自治体もあると聞いでいます。  

なお、「推計対象者数」は、平成20年3月に「がん検診事業の評価に関す   

る委員会」においてとりまとめられた提案ド基づき、市町村ごとの比較をす  

るための受診率として算出したものであり、地域保健Ⅰ健康増進報告におい   

て求められている対象者数ではありません。  

（参考）「地域保健一億康増進事業報告作成要領（平成21年度分）」（厚生労  

働省大臣官房統計情報部）   

（※厚生労働省システム専用ホームページ「電子申請・届出システム  

（https‥／／shinsei．mhlw．go．jp／）」に掲載済み占ID、パスワード方法等に  

ついては、統計情報部保健統計室から、各都道府県・指定都市■中核  

市地域保健・健康増進事業報告担当者あて、3月末に連絡済。）   

（179頁）  

問1・「今後の我が国におl†るがん検診事業評価の在り方について報告  

書」（平成20年3月 がん検診事業の評価に関する委員会）の3．2  

（2）①「市町村事業におけるがん検診の対象者について」に示され  

た計算式により算出される対象者数と、本項目における「対象者」■と  

は、どのような関係にあるのか。   

答 当該報告書に示された計算式により算出される対象者数は、あくま  

でがん検診の受診率を比較■評価するため 

れたものであり、がん検診台帳等をもとに算出した本項目における対  

象者とは位置づけが異なる．ものである。  
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平成19年度都道府県がん対策予算（実績）  
（単位こ干円）  

国庫補助事業  
都道府県名  各都道府県計  道府県  拠点病院  左記以外  ■ 県単独  

1／2事業等  10／10事業  1／2事業等  10／10事業  1／2事業等  10／10事業   

n  北海道   126．690   123．296   90．923   90．923   0   32．373   22．813   9．560   0   0   0   3，394   

2  青森   36，593   27．188   11，121   10，587   534   11．730   3．016   8．714   4，337   3．815   522   9，405   

3  岩手   34，799   25．961  25．961   25β61   0   0   0   0   0   0   0   8，838   

4  宮城   141．870   131，165   46，502   46，502   0   81．130   48．441   32．689   3－533   3，533   0   10．705   

5  秋田   271．400   133．265   13－6，65   13．665   0   17，000   0   17，000   102，600   28．428   74，1了2   138．135   

6  山形   329．957   318．641   31．316   31．316   0   285．565   285．565   0   1．760   1，760   0   11，316   

7  福島   73．639   72．466   59．918   59，918   0   8，692   0   8．692   3．856   1．109   2．747   1．173   

8  茨城   257573   68916   68226   68．226   0   0   0   0   690   690   0   188．657   

9  栃木   110】757   73．510   18，065   18．065   0   50，712   0   50．712   4，733   976   3．了57   37．247   

10  群馬   114．703   105．480   57，706   57．706   0   47．774   3．774   44．000   0   0   0   9．223   

m  埼玉   24．801   17．021   17，021   17．021   0   0   0   0   0   0   0   7．了80  

2  222201   202,926 66086   66086   0   132064   123064   9．000   4．776   4，776   0   19．275  

13  東京   798，735   795，287   92，770   92－770   0   658．350  658．350   0   44．167   44．167   0   3．448   

14  神奈川   641．215   86∫498   85，000   85．000   0   1∫050   1．050   0   448   448   0   554フ17   

15  591255   531,6900 55469   55469   0   468651   454，051   14，600   7．570   4．859   2．711   59．565   

18  畠山   378767   342566   46253   46253   0   294032   279300   14．732   2．281   2，281   0   36．201   

19   71037   56976   31576   31576   0   24400   0   24．400   1，000   1．000   0   14．061   

24  福井   77．950   53，367   31，119   31．119   0   17．300   0   17，300   4．948   4．948   0   24，583   

16  山利   104311   52777   29000   29000   0   9．000   0   9，000   14．7了了   2，530   12．247   51．534   

17   916170   914688   49586   49586   0   865102   840000   25．102   0   0   0   1．482   
20  岐阜   97519   88652   36019   36019   0   43．744   26．744   17，000   8．889   了．389   1．500   8．867   

21  静岡   152．197   120．031   87，424   87．424   0   柑，908   9，908   9，000   13．699   13．699   0   32．166   

22  愛知   1171623  1163661   85412   85．412   0  1，069，285  1，051，285   18，000   8，964   935   8．029   7．962   

23  ＝重   409745   406897   25020   25020   0   365．150   339．150   26－000   16，727   6．727   10，000   2．848   

25  滋賀   509513   504593   21065   21065   0   480．900   480．900   0   2．628   2，628   0   4．920   

26   360041   355041   61920   61920   0   289，000   280．000   9．000   4，121   4，121  0   5，000   

27   491997   138224   86356   86356   0   48．807   33．078   15．729   3．061   3．061   0   353．773   

28  丘庫   801124   744668   66618   66618   0   661．717   638，750   22．967   16∫333   16，333   0   56，456   

29  良   7630   了630   7630   7630   0   0   0   0   0   0   0   0   

30   32218   32218   25852   25852   0   4．980   0   4，980   1．386   1∫386   0   0   

31  鳥取   595573   588618   23560   23560   0   565．058   560二000   5．058   0   0   0   6．955   

32  根   871774   851089   32963   32963   0   793．725   780．754   12．971   24．401   190   24，211   20，685   

33  岡山   679319   658528   3【～512   38512   0   551．870   534．87D   17，000   68．146   2，006   66．140   20．791   

34  広島   206153   135039   76760   76760   0   49∫611   14，506   35．105   8，668   8．668   0   71，114  

山口  417915  396359  37786  37786  0  344．321   299．880  44，441  14．252  14．252  0  21．556   
36  徳島   282669   279227   18227   18227   0   261000   252，000   9，000   0   0   0   3，442   

37  香川   581099   555268   6676   6676   0   548β92   540，050   8，542   0   0   0   25．831  

愛媛   339261   337901   10000   10000   0   308，285   282，285   26，000   19．616   15．750   3．866   1，360   

甘知   44548   41221   10427   10427   0   17．000   0   17－000   13，794   0   13，794   3．327   

0   534954   521929   34377   34377   0   326．423   308433   17．990   161，129   160，077   1．052   13，025   

41  佐賀   319985   274236   23549   23549   0   250687   229．950   20．737   0   0   0   45－749   

42  長崎   376655   363352   39362   39362   0   323．990   297′990  26，000   0   0   0   13，303   

43  76401   68114   39460   16747   22713   26000   0   26．000   2．654   2．654   0   8，287   

44   300463   299067   282   282   0   298200   298，200   0   585   585   0   1．396   

45   194D2   12133   0   0   0   3385   0   3．385   8，748   1．590   7．158   7．269   

4（∋   400961   398309   17273   17273   0   305．300   279，300   26．000   75．736   6．777   68，959   2，652   

47   15646   15646   15646   15．646   0   0   0   0   0   0   0   0  

合計   15，420，808  】13．491．335  1．855．459  】 1．832．212   23．247  110．960．863  10．257．457   703．406   675．013   374疇148   300．865  1 1，929，473   
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平成19年度国庫補助事業活用状況  
（単位：干円）  

都道府県  独立行政法人等  

事業  女性のがん検診  がん検診モデル  マンモ研修  がんネット   機能強化  特別事業   事業  マンモ研修  がんネット   機能強化  リニアック  
都道府県名  

予算   98．465   55．000   93．930   111，753   1，114，500   1．485．000   予算   62．610   111．754   55   5．000   3．360．000  

決定   25．993   534   11．546   7，712   823．048  64．957   決定   996   144．372   61   5．888   4．620，842   

北海道   33．038   0   0   1．538   0   31．500  田   0   18．134   0   9．134   9．000    （1〉  0   

と青森   5．827   146   534   647   0   4．500  囲   0  149．699   0   985   8．714    （1）   140．000   

汁岩手 6，971   0   O O 0   971   6．000  （2）   0   0   0   0   0  0   

l宮城   19．656   180   0   0   0   19．476  （4）   O O 54．528   471   21，368   32．689    （3）  0   

i秋田   6，831   0   0   0   0   6，831  （3）   0   17．000   0   0   17，000    （1）  0   

i山形   15．658   0   0   0   0   15，658  （5）   0  149．780   0   4．102   5．678    （1）   140．000   

7福島   25．193   0   0   190   0   25，003  （5）   8   8，692   0   0   8．692    （1）  0   

i茨城   34．102   1．626   0   0   5．887   26－589  （7）   0   0   0   0   0  0   

）栃木   27．8．12   508   0   0   0   27．304  （6）   0   0   0   0   0  0   

）群馬   28，753   930   0   823   0   27．000  （6）   0   45，257   0   1，257   44，000    （4）  0   

埼玉   8．849   1．510   0   0   854   6．485  （7）   0   0   0   0   0  0   

之千葉   33．331   1．173   0   735   0   30，333  （6）   1，090  122．631   0   7．634   9．000    （1）   105．997   

汀東京   52，189   3，425   0   0   0   44，526  （10）   4，238  249．725   0   0   0  249，725   

l神奈川   43，500   0   0   0   0   43．500  （11）   0  280．525   525   O - 0  280，000   

；新潟   18．812   ・0   0   0   0   18．812  （5）   0  178，030   0   29．030   9，000    （1）   140．000   

i富山   23．125   1，500   0   0   0   21．625  （6）   0  154，780   0   0   15，130    （2）  139．650   

7石川   13．500   0   0   0   0   13，500  （3）   0   24．400   0   0   24．400    ■（2）  0   

汁福井   15．559   605   0   0   0   14，954  （3）   0   17．300   0   0   17．300    （2）  0   

）山梨   14．500   0   0   ／  0   0   14，500  （3）   0   9．000   0   0   9．000    （1）  0   

）長野   23．015   139   0   376   0   22，500  （5）   0  293．500   0   0   17．000    （1）  276．500   

t岐阜   18，169   52 0   1，205   0   16．443  （6）   0   30．408   ■0   13，408   17，000    （1）  0   

之静岡   43，712   4．024   0   1，504   0   38．184  （9）   0   13．954   0   4，954   9．000    （1）  0   

】愛知   42，705   0   0   0   0   42．705  （9）   0  302．138   0   4，138   18．000    （2〉  280，000   

l三重   13．806   454   0   1．093   0   7．263  （3）   4，996  166．000   0   0   26．000    （2）  140，000   

5滋賀   10．532   400   0   0   O O 10，132  （3）   0  140．000   0   0   0  140．000   

5京都   30．960   960   0   0   0  30，000  （6）   0  149．000   0   0   9．000    （1）   140，000   

7大阪  38，848  0  0  0   0   38．848  （9）   0   31．928   0   16．199   15．729    （2）  0   

ら丘庫   33，309   319   0   1．390   0   28．500  （7）   3．100  304．967   0   0   24．967    （3）  280．000   

9奈良   3．815   315   0   0   0   3．500  皿   0   0   0   0   0  0   

）和歌山   13．740   0   0   0   0   11，845  （4）   1，895   4，980   0   0   4．980    （1）  0   

1鳥取   11，779   277   0   0   0   11．502  （3）   0  285，058   0   0   5，058    （1）  280．000   

Z島根   17，293   0   0   0   0   15，651  （4）   1，642  291．505   0   0   12．971    （2〉  278．534   

3岡山   19．092   1．092   0   0   0   18，000  （4）   0  157．000   0   0   17．000    （1）   140，000   

4広島   48．743   0   0   0   0   31，500  （7 17，243   39．835   0   4．835   35．000    （3）  0   

5山口   17．434   1．874   0   500   0   15．060  （4）   0  159．789   0   0   19．789    （2）   140，000   

6徳島   9，391   0   0   0   0   9．391  （2）   0  135，000   0   0   9，000    （り  126．000   

7香川   3，116   150   0   0   0   2．966  （3）   0  257．739   0   0   7，840    （1）  249．899   

8愛嬢   5000   0   0   0   0   5，000  （5）   0  166，995   0   995   26，000    （2）   140．000   

3  5213   91   0   150   0   3．500  血   1．472   17．000   0   0   17，000    （1）  0  

0  4  16140   0   0   911   0   15．229  （6）   0  324．235   0   26．333   17．990    （2）  279．912  

4  12222   942   0   0   0   9．019  （2）   2．261   130．551   0   0   15．576    （2）  ‖4．975  

4  19681   1681   0   0   0   18．000  （4）   0  ■166，000   0   0   26．000    （2）   140．000   

4  31084   256   O O 0   0   5，574  （2）   25，254   26．000   0   0   26．000    （2）  0   

4  140   140   0   0   0   0  0  140．000   0   0   0  140，000   

5宮崎  0   0   0   0   0   0  0   3．385   0   0   3，385    （1）  0  

6鹿児島  8860   755   0   484   0   5．855  （2）   1．766  165．650   0   0   26，000    （2）   139，650   

7沖縄   8，785   0   0   0   0   8．785  （3）   0   0   0   0   0  0   

A計   933790   25993   534   11．546   7．712   823．048  216   64．957  5．382，098   996   144．372   615，888    601  4．620，842   

※機能弓削ヒ欄のカツコ書きは補助件数である。  
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健発第0401015号  
平成21年4月1日  

各都道府県知事  殿  

厚生労働省健康局長  

都道府県がん対策重点推進事業の実施について  

「がん対策基本法」に基づき、各都道府県において策定さ叫た「都道府県がん対策  

推進計画」の目標達成に向けて、今後、重点的に取り組む施策筆を着実に推進するた  

め、都道府県がん対策重点推進事業を実施することとした。   

事業の実施については、別紙「都道府県がん対策重点推進事業実施要綱」により平  

成21年4月1日から行うこととしたので通知する。  
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（別 紙）  

都道府県がん対策重点推進事業実施要綱  

1 目的   

がん対策を総合的かつ計画的に推進するため、都道府県は、「がん対策基本   

法」第11条に基づき、「都道府県がん対策推進計画」（以下「推進計画」とい   

う。）の策定が義務づけられており、同法第12条から第18条において、がん   

の予防の推進など必要な施策を講ずるものとされているところである。   

本事業は、都道府県が策定した推進計画等に基づき、地域の実情等を反映させ   

た各種施策を着実に実施することにより、がん対策を更に推進することを目的と   

する。  

2 実施主体   

都道府県  

3 事業内容   

都道府県が策定した推進計画の各種目標等の実現・達成のために実施する事業  

（都道府県が他の機関に委託して実施する場合を含む。）とする。   

（1）がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修事業   

（2）医療提供体制等の強化に資する事業   

（3）がん検診実施体制等の強化に資する事業   

（4）効果的ながん情報の提供に資する事業  

4 経費の負担  

この実施要綱に基づき実施する事業に要する経費については、厚生労働大臣が   

別に定める「感染症予防事業費等国庫負担（補助）金交付要綱」に基づき、予算   

の範囲内で国庫補助を行うものとする。  
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健総発第0401001号  
平成 21年4 月1日  

各都道府県衛生主管部（局）長 殿  

厚生労働省健康局総務課長l  

平成21年度都道府県がん対策重点推進事業に係る  

事業実施計画書の提出について（依頼）   

標記事業の実施については、平成21年4月1日付け、健発第0401015号  

厚生労働省健康局長通知「都道府県がん対策重点推進事業の実施について」（以下  

「健康局長通知」という。）をもって通知したところであり、平成21年度におけ  

る事業の実施については、健康局長通知の別紙「都道府県がん対策重点推進事業実  

施要綱」（以下「実施要綱」という。）及び本通知の別添「「平成21年度都道府  

県がん対策重点推進事業実施計画書」提出等に当たっての留意事項」等に留意の上、  

別紙様式により事業実施計画書を下記の期限までに提出するようお願いする。  

記  

1 事業実施計画書の提出期限   

平成21年4月30日（月）  

2 補助事業の内示等  

平成21年6月下旬（予定）   
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（別記様式）  

番  

平成21年 月  

厚生労働省健康局総務課長 殿  

00県（都道府）00部（局）長  

平成21年度都道府県がん対策重点推進事業に係る事業実施計画書  

の提出について   

標記について、別添のとおり関係資料を提出する。  

（提出資料）   

様式1 平成21年度における「がん対策」に関する都道府県の取組  

様式2 平成21年度における「がん対策」に関する具体的な事業一覧 

様式3 平成21年度都道府県がん対策重点推進事業実施計画総括表  

様式4 平成21年度都道府県がん対策重点推進事業実施計画書  

（別 紙）平成21年度都道府県がん対策重点推進事業所要額積算内訳書  

）
 
 
 

先
 
 
 

会
 
 
 

照
者
 
 

（
当
 
 
 

担
 
 所  属  

役  職  

氏  名  

電話番号  

ファックス番号  

ー122－  

‘‾  √ノ■   



（別添）  

「平成21年度都道府県がん対策重点推進事業実施計画書」  

提出等に当たっての留意事項  

1 対象事業について  

○ 本事業の対象となる事業は、地域の実情等を踏まえて策定された都道府県が   

ん対策推進計画の実現、目標達成に向けて実施する事業（※）であり、事業趣   

旨に沿った事業はすべて対象となる。  

※については、次のとおり。   

（・1）がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修事業  

事業趣旨：緩和ケア医療の推進及び医療従事者の質の向上   

（2）医療提供体制等の強化に資する事業  

事業趣旨：がん患者に対する療養生活の質の維持向上及び医療水準の向上   

（3）がん検診実施体制等の強化に資する事業  

事業趣眉：がん検診受診率の向上に向けた取り組み   

（4）効果的ながん情報の提供に資する事業  

事業趣旨：情報取得者の視点に立った効果的な情報提供   

○ また、対象事業については、新規事業、計画策定後から実施している事業、   

既に都道府県の単独事業として実施している事業かどうかは問わないが、他の  

補助金において補助対象となる事業もしく  は補助対象となっている事業につい  

ては対象外のため、実施計画書の作成  提出に当たっては十分留意すること。  

2 「平成21年度都道府県がん対策重点推進事業実施計画書」等の作成  

（1）平成21年度における「がん対策」に関する都道府県の取組（様式1）  

O 「平成21年度において、都道府県として「がん対策」をどのように推  
進していくのか。」については、  

① 「課題」欄には、都道府県が抱えている琴題、  

② 「具体的な対応」欄には、「課題」に対する具体的な対応  
を記入すること。  
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（2）平成21年度における「がん対策」に関する具体的な事業一覧（様式2）  

O 「平成21年度における「がん対策」に関する具体的な事業一覧」（様   

式2）には、各都道府県の平成21年度における「がん対策」全般に関す  

る具体的な事業を記入すること。  

O 「国庫補助の有無」欄には、現在、国庫補助を受けている事業である場  

合に、「［国庫補助事業名］（□□省△△局）」と記載すること。  

O 「20年度予算額」欄及び「21年度予算額」欄には、補助金等も含め  

た都道府県予算額を記入すること。  

O 「「がん対策」予算合計」欄は、「平成21年度における「がん対策」  

に関する都道府県の取組」（様式1）の「「がん対策」予算合計」欄 と一  

敦すること。  

O 「実施主体」欄には、事業を実際に実施する主体を記入するものとし、  

① 都道府県が直接冥施する場合は、「県（都道府）」  

② 都道府県の補助事業である場合は「補助先」、委託事業である場合は  

「委託先」  

とすること。   

（3）平成21年度都道府県がん対策重点推進事業実施計画総括表（様式3）  

○ 当該事業においては、「都道府県がん対策重点推進事業」として必要な  

国庫補助額を算出することとしていることから、様式3の「事業内訳」に  

おける各事業の所要額を積み上げた額に対して、補助率（1／2）を乗じ  

た額が「補助額」欄に記載されるので留意すること。  

0．「事業内訳」に記載される「所要額」については、様式4の「所要額」  

と一致すること。  

O 「事業内訳」の各事業への国庫補助金充当割合については、各都道府県  

で調整・決定して構わない。   

（4）平成21年度都道府県がん対策重点推進事業実施計画書（様式4）  

○ 実施計画書は、事業ごとに別菓にて作成すること。  

O 「事業実施目的」欄、「事業の必要性」及び「事業の実施により期待さ  

れる効果」欄には、できる限り客観的なデータ等を示して説明すること。  

O 「事嚢内容」欄には、実施主体、客体、事業の実施方法等、事業の内容  

がわかるように具体的に記入すること。  
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（5）平成21年度都道府県がん対策重点推進事業所要額積算内訳書（別紙）  

○ 当該資料は、各事業について作成する様式4にそれぞれ添付すること。  

○ 各事業の所要額については、対象経費に掲げる費目の範囲において、事  

業の実施に必要と考えられる全ての経費について計上すること。  

また、「所要額積算内訳」欄は、事業実施計画書に沿って所要額の積算  

を行うとともに、員数・単価の根拠を記入すること。  

イ所要額積算内訳」欄は、円単位で算出するものとし、「対象経費合  

計」欄は、千円未満を切り捨て、千円単位とすること。  

O 「事業内訳」の事業において、次の事項に該当する事業については、原  

則として、他の事業を採択しても、なお、予算に残額が生じている場合に  

採択するものとする。  

① 1事業につき、事業費が500万円未満の事業。  

② 事業の全部又はほとんどが備品購入費（リース料含む。）である専業。  

○ コンピュータ等の高額機器が必要な場合には、リース等の賃貸借契約に  

よる調達を想定しているが、購入契約による調達の方が予算執行上利点が  

生じる場合には、その旨が分かる資料を添付すること。  

○ 参考となる資料があれば、適宜、添付すること。  

3 提出期限の厳守  

○ 平成21年4月30日（木）を提出期限とするので、期限までに、健康局総  
務課がん対策推進室に持参又は郵送（必着）すること。  
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（様式1）  

平成21年度における「がん対策」に関する都道府県の取組  

都道府県名  

平成21年度において、都道府県として、「がん対策」をどのように推進していくのか。  

課  
21年度予算額  

対  策  題   具 体 的 な 対 応  上段（）に  

20年度予算額   

（1）放射線療法及び化学療法の推進 干円   

並びにこれらを専門的に行う医師  
等の育成  

（2）治療の初期段階からの緩和ケア  
の琴施  

①治療の初期段階からの緩和ケ  
ア及び専門的な緩和ケアの推進  

② 在宅療養・緩和ケアの充実  

（3）がん筆録の推進  

－
一
N
の
1
 
 

．
 
勺
 
 ∵

 
 



21年度予算綾  
対  策  名   課  題   具 体 的 な 対 応  上段（）に  

20年度予算額   

（4）がん予防・早期発見の推進  千円   

①がんの予防  

② がんの早期発見  

（5）がん医療に関する相談支援及び  
情報提供  

（6）がん医療水準均てん化の促進  

（7）がんに関する研究の推進  

千円   

「がん対策」予算合計（様式2の「カざん封策」予算合計と一致すること）  

－
一
N
】
Ⅰ
 
 
 



（様式2）  

平成21年度における「がん対策」に関する具体的な事業一覧  

都道府県名  

（1）放射線療法及び化学療法の推進並びにこれらを専門的に行う医師等の育成  

事  業  名  事 業  内  容   国庫補助の有無  20年度予算鎮  21年度予算籠  実施主体  

千円   千円  

－
一
N
0
0
I
 
 

（2）治療の初期段階からの緩和ケアの実施  

事  業  名  事  業  内 容   国庫補助の有無  20年度予算簸  21年度予算額  実施主体  

干円   千円  

（3）がん登録の推進  

事  業  名  事  業  内  容   国庫補助の有無  20年度予算鐘  21年度予算額  実施主体  

千円   千円  



（4）がん予防・早期発見の推進  

事  業  名  事  業  内  容   国庫補助の有無  20年度予算額  21年度予算額  実施主体  

千   千円  

（5）がん医療に関する相談支援及び情報提供  

事  業  名  事  業  内  容   国庫補助め有無  20年度予箕籠  21年度予算額  実施主体  

千円   千円  

－
一
N
∽
－
 
 

（6）がん医療水準均てん化の促進  

事  業  名  事  業  内  容   国庫補助の有無  20年度予算額  21年度予算簸  実施主体  

千円   千円  

（7）がんに関する研究の推進  

事  業   名  事  業  内  
容   国庫補助の有無  20年度予算綾  21年度予算鎮  実施主体  

千円   千円  



（8）その他  

事  業  名  事  業  内  容   国庫補助の有無  20年度予算額  21年度予算額  実施主体  

「がん対策」予算合計（様式1の「がん対策」予算合計と一致する羊と）  
千円   千円  

－
一
∽
○
－
 
 

1
．
 

司
 
 
 



（様式3）  

平成21年度都道府県がん対策重点推進事業実施計画総括表  

都道府県名  

事業名  施策の概要   補助額（千円）   

都道府県がん対策重点推進事業  

事業内訳   

分類  

番号   
事  業  名   事  業  概  要   所要額  

所要額合計  
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（様式4）  

平成21年度都道府県がん対策重点推進事業実施計画書  

都道府県名  

分類  

事  業  名  

番号   

所  要  額   千円 （積算 

事業実施予定期間   平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日  

（平成21年度における実施期間）   

事 業 実施 目 的  

事 業 の 必 要 性  

事  業  内  容  

事業の実施により  

期待される効果 

※「事業名」及び「所要額」は、様式3の「事業名」及び「所要額」と一致すること。  
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（別紙）  

平成21年度都道府県がん対策重点推進事業所要鎖積算内訳書  

対 象 経 費   所  要  額  積  算 内  訳   

（1）がん診療に携わ  
る医師に対する緩和ケ  

ア研修事業  

報 酬  
給 料  

職員手当  

共 済 責  

金  

報 償 費  

旅費（国内）  
用 費  

役 務 費  

備品購入費  

委 託 料  

使用料及び賃借料  
負 担 金  

※次の3事業について  
は、各都道府県が実施  
する事業名lこより記載  
すること。  

その際の対象経費  
は、上記緩和ケア研修  
と同様とする。  

（2）医療提供体制等  
の強化に資する事業  

（3）がん検診実施体  
制の強化に資する事業  

（4）効果的ながん情  
報の提供に資する事業  

対象 経費合 計   千円   

※「対象経費合計」は、様式4の「所要額」と一致すること。  
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（様式1）  

平成21年度における「がん対策」に関する都道府県の取組  

都道府県名  ◇◇県  

平成21年度において、都道府県として、「がん対策」をどのように推進していくのか。  

策  名   課  
21年度予算籠  

対  題   具 体 的 な 対 応  上段（）に  

20年度予算額   

し1）放射線療法及び化学療法の推進  △△△△△   千円  
並びにこれらを専門的に行う医師  
等の育成   （10，000）  

15，000   

（2）治療の初期段階からの緩和ケア  
の実施  

× × × × ×   

（5，000）  
①治療の初期段階からの緩和ケ  20，000   

ア及び専門的な緩和ケアの推進   

② 在宅療養1緩和ケアの充実  

（3－）がん登録の推進  

ー
一
∽
中
一
 
 



対  策  名   課  
21年度予算額  

題   具 体 的 な 対 応  上段（）に  

20年度予算額   

（4）がん予防・早期尭見の推進  千円   

①がんの予蛎  

② がんの早期発見  

（5）がん医療に関する相談支援及び  
情報提供  

（6）がん医療水準均てん化の促進 

（7）がんIこ関する研究の推進  

千円  

「がん対策」予算合計（様式2の「がん対策」予算合計と一致すること）  （15，000）  
35，000   

ー
一
∽
∽
－
 
 
 



（様式2）  

平成21年度における「がん対策」に関する具体的な事業一覧  

都道府県名  ◇◇県  

（1）放射線療法及び化学療法の推進並びにこれらを専門的に行う医師等の育成  

事  業  名  事  内  
容   

国庫補助の有無  20年度予算鰻  21年度予算縫  実施主体   

●●事業  千円  千円  

ロロ事業   × × × ×  （厚生労働省健康局）  10，000  15，000   県   

－
一
∽
の
－
 
 

（2）治療の初期段階からの緩和ケアの実施  

事  業  名  事  業  
容   

国庫補助の有無  20年度予算嶺  21年度予算額  実施主体   

千円  千円  

◇◇補助事業   0000   無  5，000  20．000   △△病院   

（3）がん登録の推進  

事  業  名  事  業  内  容   国庫補助の有無  20年度予算額  21年度予真額  実施主体  

千円   千円  



（4）がん予防・早期発見の推進  

事  業  名  事  業  内  容   国庫補助の有無  20年度予算鎮  21年度予算額  実施主体  

千円   千円  

（5）がん医療に関する相談支援及び情報提供  

事  業  名  事 業  内  容   国庫補助の有無  20年度予算額  21年度予算額  実施主体  

千円   干円  

－
一
∽
一
1
 
 （6）がん医療水準均てん化の促進  

事  業  名  事  業  内  容   国庫補助の有無  20年度予算額  21年度予算額  実施主体  

千円   千円  

（7）がんに関する研究の推進  

事   業  名  事  業  内  
容   国庫福助の有無  20年度予算額  21年度予算籠  実施主体  

千円   千円  



（8）その他  

事  業  名  事  業  内  容   国庫補助の有無  20年度予算鎮  21年度予算額  実施主体  

「がん対策」予算合計（様式1の「がん対策」予葺合計と一致すること）  
千円  千円  

15，000  35，000  

－
一
∽
ひ
－
 
 

：
 
「
 
 
 



（様式3）  

平成21年度都道府県がん対策重点推進事業実施計画総括表  

都道府県名  ◇◇県  

事業名  施策の概要   補助額（千円）   

（事業内訳の事業実施により  
都道府県がん対策重点推進事業  推進する施策を簡潔に記載）   15，000   

事業内訳   

分  

番号   
事  業   名   事  業  概  要   所要額   

（1）  がん診療に携わる医師に対する  10，000   
緩和ケア研修事業   

（2）  00県拠点病院強化事業   0000   20，000  

所要額合計  30，000   
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（様式4）  

平成21年度都道府県がん対策重点推進事業実施計画書  

都道府県名  ◇◇県  

分類  

事  業  名     がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修事業  （1）  

番号   

所  要  額   10，000千円 （積算内訳は別紙）   

事業実施予定期間   平成××年××月××日 ～ 平成00年00月00日  
（平成21年度における実施期間）   

事 業 実 施 日 的  

事 業 の 必 要 性  

事 業 ■ 内  容  

事業の実施により  
期待される効果  

※「事業名」及び「所要額」は、様式3の「事業名」及び「所要額Jと一致すること。  
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（別紙）  

平成21年度都道府県がん対策重点推進事業所要額積算内訳書  

対 象 経 費   所  要  額  積  算  内  訳   

（1）がん診療に携わ  10，000，000円  

る医師に対する緩和ケ  

ア研修事業  

賃金  研修事務局賃金 ○人 ＠××円 △△円   

報償費   講師謝金  ○人  ＠××円  △△円   

旅責   講師旅費  ○人  ＠××円  △△円   

使用料及び賃借料  研修会場  ○回 ＠××円 △△円  

（2）00県拠点病院  20，000，000円  

強化事業  

対象施設への補助   ○施設  △△円  

A  

旅責   B  

消耗品費   A＋B  △△円   

会場借料  

報償費  

B  △△円  

（内訳）  

A病院  報償費  

△△円 積み上がること                         △△円  
○人 ＠×円 △円  

※都道府県補助事業の  消毒毛品費   
場合は、「委託料」な  コピー用紙 ○箱 ＠×円 △円  

どの括りではなく、個  

別経費が「対象経糞」  B病院  旅費  ○人 ＠×円 △円   

かどうかを見るため、   会場借料  ○回 ＠×円 △円   

対象経費別で記載する   消栗毛品費   

こと。   コピー用紙 ○箱 ＠×円 △円  

※ 補助先に負担額が生じる補助形態である場合には、そ  
の負担額を差し引いた額で作成すること。   

対象経費合計   30，000千円   

※「対象経費合計」は、様式4の；「所要額」と一致すること。  
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健発第0518002号  
平成21年5月18日  

都道府県知事  

指定都市市長  

中核市市長  
殿  各  

厚生労働省健康局長  

平成21年度がん検診受診促進企業連携事業の実施について   

平成19年6月に閣議決定された「がん対策推進基本計画」において、がん対策  

を総合的かつ計画的に推進していく上で、必要な各分野毎の目標が掲げられ、その  

中でも、がんの早期発見の分野においては、がん検診の受診率を50％以上とする、  

非常に高い数値目標が掲げられているところである。   

このため、地方公共団体と企業との連携によるがん検診の効果的な受診促進の取  

組、住民が集中する場所におけるがん検診の効果的な受診促進の取組及び特定健康  

診査と一体となったがん検診の受診促進の取組等を検証する上で必要な検証事例の  

収集等を行うために、がん検診受診促進企業連携事業を実施することとし、事業の  

実施に当たっては、別紙「がん検診受診促進企業連携事業実施要綱」により行うこ  

ととしたので通知する。   

貴職におかれては、本事業を積極的に活用するとともに、貴管内市区町村に周知  

方願いたい。   

なお、本通知は、平成21年4月1日から適用する。  
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（別紙）  

平成21年度がん検診受診促進企業連携事業実施要綱  

1．目的  

がんは我が国の死因の第1位となっており、がんによる死亡者を減少させる   

ためには、がん検診の受診率を向上させ、がんを早期に発見することが極めて   

重要であるため、肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮がんのがん検診受   

診率を殖躍的に向上させるための対策を進める必要がある。  

本事業は、地域の特性に応じた効果的な普及啓発を進めるため、住民に接す   

る機会を持つ企業等と連携した取組、住民が集中する地域・場所・施設等を活   

用した取組、国民健康保険をはじめとする保険者が実施する特定健康診査と連   

携した取組等を行うことにより、住民のがん検診受診への行動を効果的に誘発   

し、もって当該地域住民のがん死亡率の減少を図ることを目的とする。  

2．委託先   

都道府県、市区町村（以下「都道府県等」という。）  

3．事業の内容 

本事業を受託した都道府県等は、地域特性や活用可能な社会資源の状況等を踏  

まえ、地域の実情に応じて、以下（1）から（3）までの事業のうちから1つ又   

は複数を選んで実施することとする。   

なお、下記に定める事業のほか、それぞれの地域の特性に応じて、本事業の目  

的に沿った効果的な取り組みを実施する場合には、．あらかじめ厚生労働省と協議   

するものとする。  

（1）企業との連携による受診促進事業  

地域の特性に応じて、顧客応対窓口等で住民に接する機会を持っと伴に、  

地域住民を多数雇用しているなど、高い普及啓発効果が見込まれる企業等と  

連携して、がんに関する正しい知識及び検診の必要性についての情報提供等  

を実施する。  

（2）エリア集中型受診促進事業  

地域の特性に応じて、住民が集中する繁華街・レジャー施設・ショッピン  

グセンター等において、性別、年齢、噂好品、がんに関する認知度等を考慮  

に入れて、がんに関する正しい知識、がん検診の必要性及び受診の予約方法  

等の情報提供等を地域住民に対して実施するb  

（3）特定健診との連携による受診促進事業  

国民健康保険、被用者保険の加入者又は被扶養者である地域住民に対して、   

準定健康診査とがん検診の同時実施に向けた取り組みを行ったり、がん検診  

の受診場所や日時及び受診の必要性等の情報を特定健康診査の受診券と同封  

したりするなど、特定健診と一体となった受診の促進の取り組みを実施する。  
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4．事業の実施   

（1）企画・評価委員会の設置及び運営等  

① 本事業を受託する都道府県等においては、実施する事業内容に応じて、  

学識経験者や一般住民、がん対策の推進に賛同する企業、都道府県（郡市区）  

医師会等の各種関係団体、各種公的団体、NPO等の市民団体等を構成員と  

して、本事業の企画・評価を行うための委員会（以下「企画・評価委員会」  

という。）を設置するものとする。（なお、地域・職域連携推進協議会などの  

既存の委員会との合同開催を妨げるものではない。）  

② 本事業の企画・運営・評価等に際しては、検診対象者が以下の基本原則  

を踏まえた受診勧奨を受けられるようにすることを目標とする。  

ア 自分が将来がんにかかるかも知れないという事を認知し、がん検診の  

指針の間隔どおりに定期的に検診を受診することをライフスタイルに組  

み込むことにより、自分自身の健康管理ができること  

イ 必要なとき 

確に得ることができること  

ウ 生活や仕事等が考慮されるなど、受診者の視点に立った利便性の高い  

がん検診を受けることができること  

エ 質の高い精度管理がなされたがん検診を受けることができること  

③ 企画・評価委員会での討議を通じて、②の草本原則を踏まえた事業の内容  

の決定及び実施した事業の評価を行うこととする。特に実施した事業の評価  

については、企画・評価委員会において必ず行うものとする。  

④ 企画・評価委員会の運営に当たっては、必要に応じて厚生労働省と協議す  

ることとする。  

（2）必要な調査の実施  

受託した都道府県等が本事業を実施するに当たって、本事業に関連して地  

域の実情を把握する必要がある場合には、本事業の一環として必要な調査を  

行うことができるものとする。  

（3）受診希望者への対応  

受託した都道府県等は、本事業によりがん検診の重要性を認知・理解し、  

行動に移そうとする住民が、がん検診を円滑に受診できるよう、実施時期及  

び場所等をインターネットホームページ、相談窓口等で案内を行うとともた、  

市区町村、検診団体・機関との連携により、がん検診希望者の受入体制を十  

分に確保し窄がら事業を実施することとする。  

（4）関係団体等との連携  

受託した都道府県等は、実施する事業内容に応じて企業、各種関係団体、  

各種公的団体、NPO等の支援団体等と幅広く連携を図りながら事業を実施  

、することとする。  
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5．実施計画の提出  

本事業を受託しようとする都道府県等は、がん検診受診促進企業連携等事業   

の実施計画を厚生労働省へ提出し、承認を受けなければならない。  

また、都道府県等が本事業の実施につき再委託を行う場合には、あらかじめ   

実施計画に、再委託の必要性、再委託先の名称及び住所、再委託を行う業務の   

範囲並びに契約金額について記載するものとする。  

6．報告書  

本事業を受託した都道府県等は、本事業の実施後、事業評価及び経理報告を   

含む本事業の結果について報告書を作成し、厚生労働省健康局総務課がん対策   

推進室長あて送付すること。  
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健総発第0518001号  
平成21年5月18 日  
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衛生主管部（局）長 殿  

厚生労働省健康局総務課長  

平成21年度がん検診受診促進企業連携事業の実施計画書の提出について   

標記については、平成21年5月18目付健発第0518002号厚生労働省健  

康局長通知の別紙「平成21年度がん検診受診促進企業連携事業実施要綱」により  

実施することとしたところである。   

平成21年度において、本事業の受託を希望する都道府県、市区町村にあっては、  

別紙様式により、下記のとおり、提出するようお願いする。   

なお、各都道府県におかれては、貴管内市区町村に周知方願いたい。  

記  

1 実施計画書の提出期限   

平成21年6月17日（水）  

2 実施計画書の提出先   

〒100－8916 東京都千代田区琴が関1－2一－2  

厚生労働省健康局総務課がん対策推進室がん予防係  

TEL：03－3595－2185（島田、冨田）  
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（別紙様式）  

番  号  

平成  年  月   日  

厚生労働省健康局総務課長 殿  

0000衛生主管部（局）長  

平成21年度がん検診受診促進企業連携事業キこ係る  

実施計画書の提出について  

標記について、次のとおり関係書類を添えて提出する。  

1 実施計画書（別紙1）  

2 委託費所要額調書（別紙2）  

3 支出予定額内訳書（別紙3）  

4 添付書類  
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（別系氏1）  

実 施 計 画 書  

1 事業の概要  

2 事業の方法  

3 実施期間  

4 再委託の必要性等（※再委託を行う場合）  

（1）再委託先の名称及び住所  

（2）業務範囲  

（3）契約金額  

（4）必要性  
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（別紙2）  

委 託 ′費 所 要 額 調 書  

実施項目   支出予定額（A）   契約予定額（B）   委託費所要額（e）  

円   円   円  

合 計  

（注）1 A欄は、委託契約に係る消費税額を含んだ額を記入すること。  

2 C欄は、A欄とB欄とを比較して少ない方の額を記入すること。  
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（別紙3）  

支 出 予 定 額 内 訳 書  

経費区分   支出予定額   概算内訳   

円  

謝金  

旅費  

借料  

会議費  

印刷製本費  

通信運搬費  

賃金  

消耗品費  

雑役務費  

委託費  

合 計  

（注）本事業を実施するために、臨時に雇用した者を除いては、事業を受託   

した地方公共団体の職員である者の給与は対象外とする。  

別紙2の実施項目ごとに別菓とすること。  
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［亘垂享］亘］  

健発第0331037号  
平成20年 3月31日  

各都道府県知音  殿  

厚生労働省健康局長  

がん診療連携拠点病院機能強化事業実施要綱の一部改正について   

標記事業については、平成18年9月7日健発第0907001号本職通知「がん  

診療連携拠点病院機能強化事業の実施について」の別紙「がん診療連携拠点病院機能  

強化事業実施要綱」（以下「実施要綱」という）により行われているところである  

が、別添の新旧対照表のとおり、実施要綱の一部を改正することとしたので通知す  

・：・   

貴職におかれては、本事業を活用し、積極的な取組が図られるよう、貴管内のがん  

診療連携拠点病院に対する周知をお願いする。   

なお、本通知は、平成20年4月1日から適用する。  
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（別添）  

がん診療連携拠点病院機能強化事業実施要綱  

1 目的   

本事業は、「がん診療連携拠点病院の整備について」（平成20年3月1．日健発第03  

dlOOl号健康局長通知）の別添「がん診療連携拠点病院の整備に関する指針」（以   

下「整備指針」とい、う。）に基づき厚生労働大臣が指定した医療機関（以下「が   

ん診療連携拠点病院」という。）において、がん医療に従事する医師等に対する   

研修、がん患者やその家族等に対する相談支援、がんに関する各種情報の収集・   

提供等の事業を実施することにより、地域におけるがん診療連携の円滑な実施を   

図るとともに、質の高いがん医療の提供体制を確立することを目的とする。  

2 実施主体  

がん診療連携拠点病院  

3 事業の内容  

（1）がん医療従事者研修事業  

がんの化学療法や放射線療法の専門医の不足が指摘されており、また、チー   

ム医療による対応の必要性が増していることから、がん診療連携拠点病院にお   

いて、主にがんの化学療法や放射線療法の専門的な医師やがん医療を支えるコ   

メディカルスタッフを養成するための効果的かつ効率的な研修を行う。   

ア 都道府県がん診療連携拠点病院   

（ア）地域がん診療連携拠点病院等のがん医療の中心となる医師を対象とした  

化学療法、放射線療法等に関する研修   

（イ）地域がん診療連携拠点病院等のコメディカルスタッフ（診療放射線技  

師、臨床検査技師、がん登録実務者等）を対象としたがんの専門知識・技  

術の修得のための研修  

（ウ）院内外の講師による公開カンファレンス   

イ 地域がん診療連携拠点病院   

（ア）地域のかかりつけ医等を対象としたがんの早期診断、緩和ケア等に関す  

る研修   

（イ）地域の医療機関のコメディカルスタッフ（診療放射線技師、臨床検査技  

師等）を対象としたがんの専門知識・技術の修得のための研修  

（ウ）院内外の講師による公開カンファレンス  
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（2）がん診療連携拠点病院ネットワーク事業  

がん診療連携拠点病院間の密接な連携を図るとともに、地域におけるがん医   

療情報の収集、診療支援医師の派遣、研修計画の調整等を行うため、都道府県   

がん診療連携拠点病院に「都道府県がん診療連携協議会」を設置する。  

また、各医療機関の要請に応じて、がんの専門医を派遣するなどの診療支援   

を行うとともに、研修に参加しやすい環境を整備するため、専門医等の養成研   

修期間中の代診医等を確保する。  

ア 都道府県がん診療連携拠点病院   

（ア）全国がん診療連携拠点病院連絡協議会への出席   

（イ）都道府県がん診療連携協議会の設置・運営   

（ウ）地域がん診療連携拠点病院等に対する医師の派遣等による診療支援   

（ェ）国立がんセンタ∵等において実施されるがん医療指導者養成研修等への  

所属職員の派遣   

（オ）上記（ェ）の研修に対する派遣の際の代診医等の雇用  

イ 地域がん診療連携拠点病院   

（ア）都道府県がん診療連携協議会への出席   

（イ）地域の医療機関に対する共同診療計画の作成等による支援   

（ウ）都道府県がん診療連携拠点病院等において実施されるがん医療従事者研  

修等への所属職員の派遣   

（ェ）上記（ウ）の研修に対する派遣の際の代診医等の雇用  

（3）院内がん登録促進事業  

地域や全国レベルでの正確ながんの罷患率等を把握するため、がん診療連携   

拠点病院において、標準登録様式（がん診療連携拠点病院で実施する院内がん   

登録における必須項目の標準登録様式について（平成18年3月31日健発第033100   

1号厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室長通知））に基づく院内がん登録   

（がん患者の診断・治療内容等のデータ登録）を実施する。  

ア 都道府県がん診療連携拠点病院   

（ア）院内がん登録の実施（登録データの集計・分析を含む。）   

（イ）精度の高いがん登録を実施するための、都道府県内におけるがん診療連  

携拠点病院等に対する精度管理指導等の実施  

イ 地域がん診療連携拠点病院  

院内がん登録の実施（登録データの集計・分析を含む。）  

（4）がん相談支援事業  

院内外のがん患者及びその家族の不安や疑問に適切に対応するため、相談支  
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援センターにおいて、電話、面談等による、がん患者の療養上の相談、地域の  

医療機関やセカンドオピニオン医師の紹介等を実施する。また、地域の医療機  

関等からの相談等に対応する。  

（5）普及啓発・情報提供事業  

がん患者及びその家族 

種情報の収集・提供及び小冊子やリーフレット等の作成・配布を行う。  

4 経費の負担  

こわ実施要綱に基づき実施する事業に要する経費については、厚生労働大臣が   

別に定める「感染症予防事業費等国庫負担（補助）金交付要綱」に基づき、予算   

の範囲内で国庫補助を行うものとする。  
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㊧  
健総発第0331003号  

平成21年 3月31日  

各都道府県衛生主管部（局）長 殿  

厚生労働省健康局総務課長  

平成21年度がん診療連携拠点病院機能強化事業  

に係る実施計画書等の提出について   

標記事業については、平成18年9月7日健発第0907001号厚生労働省健康  

局長通知（一部改正：平成20年3月31日健発第0331037号厚生労働省健康  

局長通知）の別紙「がん診療連携拠点病院機能強化事業実施要綱」により実施するこ  

ととしたところであり、当該実施要綱の4に定める平成21年度における国庫補助金  

の交付に関し、交付要綱に基づき基準額を定める必要があるため、別紙様式1により  

当該実施要綱に掲げる事業に係る実施計画書等の提出をお願いする。   

なお、貴管内の独立行政法人及び国立大学法人が設置主体であるがん診療連携拠点  

病院については、別紙様式2及び別紙様式3により、実施計画書等を独立行政法人等  

から直接、厚生労働省健康局総務課がん対策推進室あて提出するよう、貴職より周知  

願いたい。  

記  

1．実施計画書等の提出期限  

平成21年4月30日（月）  

2．実施計画書等の提出先  

〒100－8916 東京都千代田区霞が関1－2…2  

厚生労働省健康局総務課がん対策推進室がん予防係  

TEL：03－3595－2185（西塔・伊藤）  

3．補助事業の内示時期  

平成21年6月下旬（予定）  
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別紙様式1   

1．がん診療連携拠点病院機能強化事業所要額内訳（総括表）  

都道府県名：（  ）  

（単位：円）  

由象経費  
収入予定額  

総事業費  助  
予定額  いずれか  

（実費徴収甑、  （（C）．（D），  
少ない親）  

寄付その他の収入  （E）のいずれか  
予定額を含む）  少ない額）  

（A）  （B）   （C）  （D）   （E）   （F）   （G）   （H）   

都道府県立病院   △△センター  

小  計  

合  計  

ー
一
∽
の
－
 
 

（注）1都道府県立病院とそれ以外の病院に分けてがん診療連携機能強化事業に係る所要額等を記載すること。  
2、（H）欄に千円未満の端数が生じたときは切り捨てること。  
3 独立行政法人及び国立大学法人が設置主体であるがん診療連携拠点病院については記載しないこと。  
4 各がん診療連携拠点病院ごとに算出すること。   



2．がん診療連携拠点病院機能強化事業実施計画書  

些点病院に指定された時期（乎  

（1）がん医療従事者研修事業   

実施期間  対象者（職種等）   人数   研修内容（具体的に記載すること）   備 考   実施状況  

（2）がん診療連携拠点病院ネットワーク事業  

（手 都道府県がん診療連携協議会  

開催回数   開催内容（具体的に記載すること）   備 考   実施状況  

（∋ 研修参加期間中の代診医等の雇用  

研修派遣医療機関   研修派遣期間   代診医等雇用期間   備 考   実施状況  

③ 医師の派遣による診療支援  

派遣医療機関   派遣期間   診療支援の内容   備 考   実施状況  

（3）院内がん登録促進事業  

事業内容（具体的に記載すること）   備 考   実施状況  

（4）がん相談支援事業  

事業内容（具体的に記載すること）   備 考   実施状況  

（5）普及啓発・情報提供事業  

事業内容（具体的に記載すること）   備 考   実施状況  

（注）1 「実施状況」欄には、  
（D 当該補助金を活用して実施するもの  

② 自己財源等により実施するもの．（資金の支出の有無は問わない）  
③ 実施しないもの 

から該当する数字を記入すること。   

2 医療機関ごとに別様とし、各事業の参鞘㌍資料があれば添付すること。   



3．がん診療連携拠点病院機能強化事業費支出予定額内訳  

（単位：円）  

経費区分   支出予定額   積算内訳   

（がん医療従事者研修事業）  

報酬  講師 ○人XO円×○日 ＝ 000円   

0000  

（がん診療連携拠点病院ネットワーク事業）  

①都道府県がん診療連携協議会  

需用費  

消耗品責  

0000  

役務費  

0000  

計  

（注）1．「経費区分」欄は、別添「感染症予防事業費等国庫負担（補助）金交付要綱」改正案（抜粋）」  
の「【改正後】」の「4 対象経責」以外は記載しないこと。  

2．事業区分ごとに支出予定額及び積算内訳を記載すること。  

3．医療機関ごとに別葉とし、その合計額を別紙様式1の1の「対象経費の支出予定額（D）」欄 
に記載すること。  
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別紙様式2  

名‥            ト ⊥  

1．がん診療連携拠点病院機能強化事業所要額内訳（総括表）  

（単位二円）  

対象経費  

総事業費  引 額  支 出  定 嶺  

予 定額  

（実責徴収額、寄付その  
他の収入予定額を含  （（A）－（B））  

（（C）．（D）のいずれか  

む）   
少ないな）  

（A）   （B）   （C）  （D）   （E）  
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2．がん診療連携拠点病院機能強化事業実施計画書  

匹点病院に指定された時期 （平  

（1）がん医療従事者研修事業  

実施期間  対象者（職種等）   人数   研修内容（具体的に記載すること）   備 考   実施状況  

（2）がん診療連携拠点病院ネットワーク事業  

① 都道府県がん診療連携協議会  

開催回数   開催内容（具体的に記載すること）   備 考   実施状況  

② 研修参加期間中の代診医等の雇用  

研修派遣医療機関   研修派遣期間   代診医等雇用期間   備 考   実施状況  

③ 医師の派遣による診療支援  

派遣医療機関   派遣期間   診療支援の内容   備 考   実施状況  

（3）院内がん登録促進事業  

事業内容（具体的に記載すること）   備 考   実施状況  

（4）がん相談支援事業  

事業内容（具体的に記載すること）   備 考   実施状況  

（5）普及啓発・情報提供事業  

事業内容（具体的に記載すること）   備 考   実施状況   

（注）1 「実施状況」欄には、  
（か 当該補助金を活用して実施するもの  
② 自己財源等により実施するもの（資金の支出の有無は問わない）  
③ 実施しないもの＋（実施しない理由を簡潔に記載）  

から該当する数字を記入すること。   

2 医療機関ごとに別様とし、各事業の参考も脊卓資料があれば添付すること0   

1J 



3．がん診療連携拠点病院機能強化事業費支出予定額内訳  

（単位：円）  

経費区分   支出予定額   積算内訳   

（がん医療従事者研修事業）  

報酬  講師 ○人XO円×○日 ＝ 000円  

0000  

（がん診療連携拠点病院ネットワーク事業）  

（D都道府県がん診療連携協議会  

需用費  

消耗品費  

0000  

役務費  

0000  

計  

1．「経責区分」欄は、別添「感染症予防事業費等国庫負担（補助）金交付要綱」改正案（抜粋）」   

の「【改正後】」の「4 対象経責」以外は記載しないこと。  

2．事業区分ごとに支出予定額及び積算内訳を記載すること。  

3．合計額を別紙様式2の1の「対象経費の支出予定額（D）」欄に記入すること。  
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とむ  
健総発第0318001号  
平成21年 3月18日  

各都道府県衛生主管部（局）長 殿  

厚生労働省健康局総務課長  

市町村がん検診事業の充実強化について   

健康増進法（平成14年法律第103号）第19条の2の規定に基づく健康増進事業と  

して、市町村（特別区を含む。以下同じ。）において実施されているがん検診（以下「市  

町村がん検診」という。）仁ついては∴がん対策推進基本計画（平成19年6月閣議決定。  

以下「基本計画」という。）において、がんの早期発見の重要性の観点から、がん検診の  

受診率を5年以内に50％以上とするとともに、すべての市町村において、精度管理・事  

業評価が実施されるとともに、科学的根拠に基づくがん検診が実施されることが目標とさ  

れているところである。   

今般、平成19年6月から開催された「がん検診事業の評価に関する委員会」において  

取りまとめられた報告書「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について」  

（平成20年3月）において提案された、複数の市町村のがん検診受診率を同一基準で比  

較■評価するため用いる対象者数の統一的な考え方を参考として、別紙の通り「推計対象  

者数」の算出をおこなうとともに、「推計対象者数」を用いた平成18年度のがん検診受  

診率を、全市町村について算出したところである。   

貴職におかれては、上記の算出結果を参考として、市町村がん検診の精度管理・事業評  

価を適切に行うよう、管内市町村に対する指導・助言方よろしくお願いする。   

また、市町村がん検診については、基本計画等を踏まえ、平成21年度より地方交付税  

措置を拡充することとしており、貴職におかれては、都道府県がん対策推進計画に掲げる  

がん検診受診率の目標の達成に向け、当該財源の積極的な活用等による市町村がん検診事  

業の規模拡大について、管内市町村に対する指導方よろしくお願いする。   

なお、本通知は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の4第1項の規定  

に基づく技術的助言であることを申し添える。  
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（別 紙）  

市町村におけるがん検診の受診率の算出について   

背景について  

市町村が実施するがん検診（以下「市町村がん検診」）の受診状況等については、  

「地域保健・老人保健事業報告」（平成20年度から「地域保健・健康増進事業報  

告」）により毎年公表されている。   

一方で、がん検診受診率の分母となる「対象者数」について、各市区町村がそれぞれ  

独自の考え方により設定しており、このため、複数の市町村のがん検診受診率を同一基  

準で比較・評価することができなかった。   

このため、厚生労働省に設置された「がん検診事業の評価に関する委員会」において  

専門家による検討を行い、市町村がん検診の受診率を比較・評価するために用いる「対  

象者数」の統一的な考え方が、同委員会報告書「今後の我が国におけるがん検診事業評  

価の在り方について」 （平成20年3月）において提案された。  

今回の算出について   

この度、同報告書の提案を踏まえ、以下の方法により「推計対象者数」の算出をおこ  

なうとともに、「推計対象者数」を用いた平成18年度のがん検診受診率を、全市町村  

について算出したところである。   

平成19年度以降のがん検診受診率についても、引き続き同様の算出を行っていくこ  

ととする。  

○ 受診率の分母は、上記報告書において提案された考え方を参考として、以下の方法   

により算出した。各係数には、「平成17年国勢調査」において報告された人数を用   

いた。   
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、
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40歳以上（子宮がん検診は20歳以上）・男女ごとに、以下の計算式で  

算出した人数を「推計対象者数」とする。   

各係数は直近の国勢調査において報告された人数を用いる。  

ー匿訂〕  
市区町村  

人  口  
就業者数  

○ 受診率の分子は 、［平成18年度地域保健・老人保健事業報告」にお∨、て報告され   

た各種がん検診の受診者数とした。  

○ 算出結果は、国立がんセンターがん情報サービス（http‥／／ganjoho．jp／）からダウ   

ンロード可能。  

集計表のタヾウンロード  6．市区町村別がん検診受診率データ   
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がん対策推進協議会委員名簿  

平成21年4月5日   

氏名   所属一役職   

あまのしんすけ  

天野慎介   特定非営利活動法人グループ■ネクサス理事長   

あらおかよ  

荒生佳代   叫形県酒田市健康福祉部健康課主任   

うちだ たけお  

内田 健夫   社団法人日本医師会常任理事   

えぐちけんじ 

江口研二   帝京大学医 

かきぞえただお  

垣添．忠生   財団法人日本対がん協会会長   

かわごえこう  

川越 厚   医療法人社団バリアンクリニック川越院長   

ごうないじゆんこ  

郷内淳子   カトレアの森代表   

ながいけきょうこ  

永池京子   社団法人日本看護協会常任理事   

中川恵 なかがわけいいち 一  国立大学法人東京大学医学部附属病院放射線科准教授   

なかざわあきのり  

中沢明紀   神奈川県保健福祉部次長   

のだてつお  

野田哲生   財団法人癌研究会癌研究所所長   

はにおかけんいち  
埴岡健一   特定非営利活動法人日本医療政策機構理事   

ひやまえいそう  

桧山英三   国立大学法人広島大学自然科学研究支援センター長   

ひろはしせつお  

庚橋説雄 
国立がんセンター総長   

ほんだまゆみ 

本田．麻由美   読売新聞社筆保障部記者   

まえかわいく 前川 育   特定非営利活動法人周南いのちを考える会代表   

みなみひろのぶ  

南 博信   国立大学法人神戸大学医学部附属病院腫癌内科教授   

みよし あや 

三好 綾   
がんサポートかごしま代表   

もんでんもりと  

門田守人   国立大学法人大阪大学理事・副学長   

やすおかゆりこ  

安岡佑荊子   特定非営利活動法人高知がん患者会→喜会会長   

（◎は会長、○は会長代理、50音順、敬称略）   
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平成22年度がん対策予算に向けた提案書  

～ 元気の出るがん対策 ～  

平成21年3月19日  

がん対策推進協議会  
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提案の骨子  

（1）がん対策予算を大幅に増やす必要がある  

（2）がん対策予算の策定プロセスを改善すべきである  

（3）70本の推奨施策への取り組みを進めてほしい  

1 提案   

本協議会は、「平成22年度がん対策予算に向けた提案書 ～元気の出る  

がん予算～」として、下記の3点を提案する。  

（1）がん対策予算を大幅に増やす必要がある   

都道府県のがん対策推進計画の進捗管理に当たる都道府県がん対策推  

進協’議会委員と県庁がん対策担当者を対象としたアンケート（回答18   

6人）によれば、がん予算の規模が「十分」とするものが14％、「不  

十分」が86％であった。   

また、自由記述式の回答欄には、予算不足のため適切な対策が打てな  

いとの意見が多数あった。都道府県財政が悪化するなか、がん対策基本  

法およびがん対策推進基本計画が掲げる理念と目標を達成するためには、  

国のがん対策予算の大幅増額が欠かせない。  

（2）がん対策予算の策定プロセスを改善すべきである   

（1）のアンケートにおいて、がん対策及び予算の問題点と改善点を  

自由記述方式で尋ねたところ、その回答からは、予算策定プロセスの改  

善の必要性が浮き彫りになった。なかでも、国と都道府県な‘どの地方自  

治体とのコミュニケーションは十分とはいえない。   

国が、都道府県や地域がん診療連携拠点病院などの地域や現場のニー  

ズをよく把握して予算案を策定し、予算案ができたときはそれが十分に  

活用されるよう、丁寧な情報提供と説明を行うことが重要である。地域  

でがん対策に取り組む人々から広く意見を聞いて、国のがん対策を立案  

するプロセスを導入することが求められる。  
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（3）70本の推奨施策への取り組みを進めてほしい   

（1）のアンケート等、広く意見を聴取し、70本のがん対策予算に  

関する推奨施策を作成した。がん対策全般を有効にするための施策12  

本と、個別分野にかかる施策58本から成る。本協議会は、これら推奨  

施策が精査され、できるだけ多く採用・実施されることを望む。  

2 ∵推奨施策の内容   

別紙の通り、13の分野に関し合計70本の推奨施策を作成した。   

70本の中に、下記5点の重要テーマを発見した。  

① がん難民対策（切れ目のない医療の実現）  

② がん診療にかかる医療従事者の確保と育成  

③ がんおよびがん対策の現況の“見える化”（可視化）  

④ がん対策の情報提供と普及啓発  

⑤ 地域のベストプラクティス（好事例）の育成・発掘と全国浸透  

3 元気の出るがん対策   

現在、多くの都道府県が財政難に悩んでいる。また、国と地方自治体のコ  

ミュニケーションは十分とはいえない。がん対策を強化するためには、地域  

の医療関係者と患者・市民などの連携活動もまだ足りない。がん対策に若干  

の沈滞ムードもただ一よっているところである。   

今こそ、本提案書を実行するときだ。そうすれば、国と地域の両方のレベ  

ルで、多くの当事者が共にがん対策にさらなる力を入れ、信頼と協業に基づ  

き、活力ある有効ながん対策が進むだろう．。そういう意味で、われわれは  

「元気の出るがん対策」を提示したと考える。  
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（別紙）  

推 奨 施 策  

分 野   
施策  

施 策 名   予算額  備考   
番号  

口  1 がん対策   がん対策予算の100パーセント   1億円  

全般にかか  活用プロジ工クト   

2  る 2   がん対策ノウハウ普及プロジェ・  

ト   

3 3  都道府県がん対策実施計画推進  基金嶺  

基金の設置  1，000  

億円  

4  4   がん対策へのPDCA（計画、  1億円  

実行⊥評価、改善）サイクルの  

導入  

5  5   医療従事者と患者・市民が協働  0．6  

す■る普及啓発活動支援 億円   

6  6   がん患者によるがんの普及啓発  

アクションプラン   

7  7   小学生向けの資料の全国民への  

配布  

8  8   初等中等教育におけるがん教育  

の推進  

9  2がん計画  がん予算策定新プロセス事業   1億円  

10  の進捗・評   2  都道府県がん対策推進協議会な  0．5  

価  どのがん計画の進捗管理   億円   

3   質の評価ができる評価体制の構  

築  

12  4  分野別施策の進捗管理に利用で  

きる質の評価のための指標の開  

発  
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施策  
分 野  施 策 名   予算鎮  備考   

番号  

13  3 放射線療   がんに関わる医療従事者の計画  5億円  

法及び化学  的育成   

14  療法の推進        ’2  放射緑診断学講座と放射線治療  運営費  

並びに医療  学講座の分離  交付金  

従事者の育  の増嶺   

15  成  3   医学物理士の育成と制度整備   1億円  

4  がん薬物療法専門家のためのe  2億円  

ラーニングシステム  

5  専門資格を取得する医療従事者  

への奨学金制度の創設   

18  6  専門・認定看護師への特別報酬  10億円  

19  4 緩和ケア   切れ目のない終末期のためのア  1億円  

ウションプラン  

20  2  長期療養病床のがん専門療養病  

床への活用（モデル事業）   

21  3  がん診療に携わる医療者への緩  

和医療研修   

2  4  緩和医療研修のベッドサイドラ  5億円  

一ニング（臨床実習）の推進  

23  5  緩和医療地域連携ネットワーク  

のIT化   

24  6  緩和ケアの質を評価する仕組み  

の検討  

25  7  大学における緩和ケア講座の拡  

大  
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分 野   
施策  

施 策 名   予算額  備考 

番  

26  在宅ケア・トクターネット全国  

展開事業   

27  2  在宅医療関係者に対するがんの  

教育研修   

28  3  在宅緩和医療をサポートする緊  

急入院病床の確保   

29  4  大規模在宅ケア診療所エリア展  

開システム   

30  5  介護施設に看取 りチームを派遣  

する際の助成   

6  合同カンファレンスによる在宅  

医療ネットワーケ   

32  ベンチマーキング（指標比較）   15億円  

ドラインの作  センターによる標準治療の推進  

33  2  診療ガイドラインの普及啓発プ  3億円  

の推進）  ロジェクト  

34   3  副作用に対する支持療法のガイ  1億円  

ドライン策定  

－1了0－  
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施策  
分 野  

番号   
施 策 名   予算額  備考   

35  7 医療機関   がん診療連携拠点病院制度の拡  60億円  現状の  

の整備（がん  充  機能強  

診療体制ネッ  化予算  

トワーク）  と同額  

（  

増）   

36  2  拠点病院機能弓垂化予算の交付金  36億円  現状の  

化（100％国予算）  機能強  

化予算  

の倍額  

（2分  

の1を  

100％  

化）   

37  3  サバイバーシップ・ケアプラン  

（がん経験者ケア計画）   

38  4  医療機関間の電子化情報共有シ  23．5億  

ステムの整備   円   

39  5  がん患者動態に関する地域実態  

調査   

40  6  がん診療連携拠点病院の地域連  

携機能の評価手法の開発  
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施策  
分 野  施策 名   予算額  備考  

番号  

41・  8がん医療  がん相談コールセンターの設置  15億円  

に関す‘ 2   「がん患者必携」の制作及び配  6億円  

支援．及び情報  布   

提供     43  3  外来長期化学療法を受ける患者  

への医療費助成   

44  4  全国統「がん患者満足度調査   15億円  

45  5  地域統括相談支援セシターの設  

置   

46  6  相談支援センターと患者■支援  2．4  

団体による協働サポート   億円   

47  7   がん経験者支援部の設置   3億円  

48  白  社会福祉協議会による療養費貸  

付期間の延長  

49  9  高額療養費にかか‘る限度籠適用  

認定証の外来診療への拡大  

50  10  長期の化学療法に対する助成  

51  9 がん登録   地域がん登録費用の10／10助成  

金化   

52  2  がん登録法制化に向けた啓発活  

動   

53  3  がん登録に関する個人情報保護  0．7  

体制の整備   億円   

54  10 がんの   たばこ規制枠組条約の遵守に向  たばこ  

予防（たばこ  けた施策  価格値  

対策）  上げ等   

55  2  喫煙率減少活動へめ支援のモデ  

ル事業   

3  学校の完全禁煙化と教・職員に対  

する普及啓発   

再  4  初等中等教育におけ’るがん教育  

掲  の推進  
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分 野   
施策  

番号   

施 策 名   予算額  備考   

57  11 がんの   保険者・事業者負担によるがん  健康保  

早期発見（が  検診  険  

ん検診）  （1，500  

億円）   

58  2  保険者負担によるがん検診のモ  

デル事業   

59  3  がん検診促進のための普及啓発  10億円  

60  4  がん検診の精度管理方式の統一  

化   

61  5  長期的な地域がん検診モデル事  

棄   

62  6   イベント型がん検診に対する助  

成   

63  12 がん研   抗がん剤の審査プロセスの迅速  15億円  

化   

64  2  希少がん・難治がん特別研究費  15億円  

65  芦  がんの社会的研究分野の戦略研  

究の創設   

66  4  がん患者のQOL（生活の質）  

向上に向けた研究の促進   

67  5  抗がん剤の適用拡大の審査プロ  

セスの見直し  

68  疾病別地域医療資源の再構築プ  10億円  

対策  ロジェクト  

69  2  子宮頚がん撲滅事業  地方交  

付税化  

（220億  

円）  

70   3  小児がんに対する包括的対策の  

推進   
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ひと、＜らし、みらいのために  

厚生労働省  
軌l融γ山砲甜㍉b抽ir8ndむYど服′e  Press Re［ease  

平成21年7月3日  

照会先：健康局総務課がん対策推進室  

片岡（内線2945）  

島田（内線2946・）  

がん対策推進協議会提案書取りまとめ担当委員名簿について  

平成20年11月28日（金）に開催されました「第8回がん対策推進協議会」におきまして、  

がん対策推進基本計画に基づく施策の検討を行い、提案書を取りまとめることとなり、取り  

まとめられた提案書が平成21年3月19日に厚生労働大臣に提出されました。   

6月24日に開催された第10回協議会において委員の改選に伴い、会長の発案により、  

昨年度と同様の取組を行うこととし、当該取りまとめの担当委員が下記のとおり決定されま  

したので、お知らせします。  

記  

特定非営利活動法人グループ・ネクサス理事長  

社団法人日本医師会常任理事  

帝京大学医学部内科学講座教授  

医療法人社団バリアンクリニック川越院長  

カトレアの森代表  

東京大学医学部附属病院放射線科准教授  

財団法人癌研究会癌研究所所長  

特定非営利活動法人日本医療政策機構理事  

国立大学法人広島大学自然科学研究支援センター長  

読売新聞編集局社会保障部記者  

特定非営利活動法人周南いのちを考える会代表  

国立大学法人神戸大学医学部附属病院腫癌内科教授  

がんサポートかごしま代表  

特定非営利活動法人高知がん患者会一書会会長  

美
 
 

介
 
夫
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天
 
内
 
江
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郷
 
中
 
野
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槍
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前
 
 

◎
 
 

三好  綾  

安岡 佑荊子  

※ ◎は責任者、50音順、敬称略  
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（昨年度の例）  

第9回がん対策推進協議会  

（2月26日）  

（施策の提案）  

第8回がん対策推進協議会  

（11月28日）  

10回がん対策推進協議会  

（6月24日）  

がん対策推進協議会  
メンバーが検討  

（2月上旬までを目途）  

（政策提言研究班を活用）  ▲21年度予算概算  

要求概要説明  

進捗状況の報告  

■提案書とりまとめ  

担当委員の指名  

等  

22年度概算要求に  

向けた有効施策をま  

とめた提案書（案）を  

提出し審議の上、決  
定  

・21年度予算報告  

・22年度概算要求内  
容の説明  

・進捗状況の報告  

等   

各委員は、基本計画  
の進捗状況を踏まえ、  
22年度概算要求に  

向けた施策を提案・  

検討  

－
一
」
∽
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がん対策情報センターにおける各機能等の取組状況と今後の取組スケジュール  

がん対策情報センターは平成18年10月に設立され、平成21年4月で2年半が経過しました。  

本表は、がん対策情報センターにおける昨年度（平成20年度）及び今年度（平成21年度）以降の取組予定、取組目標を整理したものです。がん対策情報センターのスタッフが、一丸となってこのスケジュール  
に基づいた事業運営に努めてまいります。  
なお、各機能等の取組状況と取組スケジュールについては、進捗状況等に応じて、随時更新していきます。  

・必携コンテンツの検討  
・情報提供コミュニケーション戦略の検討  

・次期作成冊子の検討  
・情報提供コンテンツの洗い出し・優先順位付け  

情報提供企画の検討  
丁拠点病院情報公開項月の検討  

・コンテンツ作成方法の検討  

・研究データベース公開項目の検討  
・既存コンテンツ更新体制の検討  
・アウトカム評価方法の検討   

・拠点病院現況調査報告書書式の検討  
・患者■市民パネルに対する必携企画アンケートの実施  

・がん対策推進基本計画の進捗を示す情報の調査  
情報の調査・収集  

・がん診療連携拠点病院からの連絡体制手段構築  ・がん関連専門学会との連携体制の構築  

・冊子：がんと口内炎作成  
・拠点病院現況調査票の改訂   

【ホームページがん情報サービス】  【ホームページがん情報サービス】  
l  

【全体】  

ホームページ情報編集委員奉  ・ホームページ情報編集委員会   ・コミュニケーション戦略の実施・評価こ改善  
供情報の審査・承認  

【がんに関する冊子】  【がんに関する冊子】   ・情報発信主体から企画・コンテンツ作成主体にシフト  

■患者・市民パネルによる患者必携試作版の項目別レビュー  ・患者・市民パネルによる患者必携試作版の試用  ・アウトカム評価  

l  

■患者・市民パネルによる新規作成冊子のレビュー  
【ホームページがん情報サ「ビス】  

【ホームページがん情報サービス】   ・ホームページ作成体制の見直し   

・ホームページ更新（新規十更新962件）  
・公開ページ数（4706ページ前年比535ページ増）  

【ホームページがん情報サービス】  
【がんに関する冊子】  

一般向け1882ページ、医療者向け2373ページ  
・必携試作版の掲載  

・冊子作成・配布体制の見直し  
がん診療連携拠点病院向け450ページ  

・がん対策関連資料都道府県がん対策関連情報の掲載   ・新規拠点病院情報掲載（H20年度現況調査情報）   【イベント】  

・新規拠点病院情報掲載  
・研究成果丁－タベース  ・情報講演会の実施方法の見直し   

・がん統計都道府県比較75歳末満年齢調整死亡率掲載  
【がんに関する冊子】  

情報提供の実施  【がんに関する冊子】  
・各種がんシリーズの19種類作成  

りJ＼児がんシリーズの10種類発行  
【イベント】  

・各種がんシリーズの24種類発行217．5万冊印刷・配布  
・がん情報サービス向上のための地域懇話会  

一恵者必携試作版作成  
・市民向け情報講演会2回  

【イベント】  
・メディアセミナー（第3期）10回  

・がん情報サービス向上のための地域懇話会2回実施  
・市民向け情報講演会3回実施  
・メディアセミナー（第3期）10回実施  

情報提供活動の評価   
・冊子巻末ハガキにより冊子に対する意見  
・地域懇話会・講演会アンケート   

・ホームペ⊥ジアンケートシステムによる必携試作版の評価   

¢本瀬軸卸疇  

国立郎んセキクエホヤムホ ・国立がんセンタ「ホ⊥ムペニジの運舟 ・国立がんセンタ」ホ⊥ムペニジの運用  
＿＿L   輔 茸 （．D （  



平成20年度の活動実績   平成21年度の取り組み予定   平成22年度以降5年間の取り組み予定   

（1）院内がん登録  

・「院内がん登録の現況について」  
問い合わせの実施  ・「院内がん登録実施状況」調査の実施   ・がん診療連携拠点病院  

■がん診療連携拠点病院  ・がん診療連携拠点病院  院内がん登録の実施調査・指導の継続   
院内がん登録の実施調査ご指導（1Z県・41施設）  

・がん訟療連携拠点病院の   

・がん診療連携拠点病院の  ・がん診療連携拠点病院の  院内がん登録腫瘍データ収集調査  

院内がん登録腫瘍データ収集調査  院内がん登録腫瘍デ「タ収集調査  （2009年以降の全国集計）の継続的実施  

（2007年全国集計：304施設）の実施  
（2008年全国集計：377施設対象）の実施  

・院内がん登録に対する質問対応  
・院内がん登録関連情報の提案  内がん登録の標準化と体制整備  
・院内がん登録支援ソフトウェア「Hos－CanR」の  

改善と対応（品質管理機能の強化）   



平成20年度の活動実績   平成21年度の取り組み予定   平成22年度以降5年間の取り組み予定  

（2）地域がん登録  

・全国程患数・躍患率推計の即時性と登録の完全性の改善  
1）2003年値（2009年3月）→2011年値（2015年3月）  

・2004年全国羅患数■羅患率の推計  
2）全国推計利用地域数13府県→？  

■地域がん登録を実施する全35道府県のうち31道府県からの  ・全国がん罷患モニタリング集計2004（報告書）の刊行  ・登録の完全性の改善を考慮した全国罷患数・罷患率の年  

全国がん擢患モニタノング  ・地域がん登録を実施する全35道府県からの2005年データの収 集による2005年全国羅患数・罷患率の推計  

一地域がん登録を実施する全35道府県からのデータの収集によ  

集と品質管理  
る1993－2002年の5年生存率集計  

・全国生存率集計の即時性と正確性の改善  
1）5年生存率1997－99年値（2008年3月）→2007年値（2015  

年3月）  

2）生死情報の収集体制の検討   

イ地域がん登録の標準化と精度向上に関する第3期（2010－2013  
イ地域がん登録の標準化と精度向上に関する 

年度）事前調査」の実施 2013年度）事前調査結果報告書」の公表  

・地域がん登録標準データベースシステムの導入（2県：計13県で  ■第3期事前調査結果に基づく地域がん登録整備計画の見  

地域がん登録の標準化と体制整備  利用）   県で利用）  
直し  

・地域がん登録における個人情報の安全管理措置の検討   
イ地域がん登録の標準化と精度向上に関する最終調査」の  実施と同報告書の公表  

（新統計法に基づく）  
・地域がん登録における安全管理措置ハンドブックの刊行   ・地域がん登録の実施体制の検討  

．地土成がん尊書珪に無ける侶一人憎童持の 管理1太制号余什  

（3）がん統計  

・「がんの統計2008年版」編集・公開   
t「がんの統計2009年版」編集・公開  ・都道府県別罷患・生存率データの整備  

統計情報の整備・発信  ・2006年死亡、2002年罷患データ公開  
■2007年死亡、2003年羅患、．1997年～99年診断例生存率データ 公        ・詳細部位のがん統計情報の整備   

・都道府県別がん死亡年次推移丁－タ公開   
開  

l  ・各種がん対策情報の整備   
・各種がん対策情報の整備  

■■■■■▲  



（1）臨床研究の直接支援  

がん研究助成金の研究費に基づき実施さ  ・指定研究封王5＋計画研究班5によるJCOG臨床試験  ・指定研究班5十計画研究班5によるJCOG‡臨床試験  
れる多施設共同臨床研究に対する支援．  計75試験（登録中12試験）を直接支援  計75試験（登録中試験数日標15）を直接支援 ・がん研究助成金後継班十厚労科研がん臨床研究事業によ  

る多施設共同臨床試験の直接支援   
第3次対がん10か年総合戦略－がん臨床 研究事業の研究費に助成金研究費に基  ・登録中試験数目標：40  
′、A仙  －。         甲 づき実施される多施設共同臨床研究に対  
する支援   一部（登録中試験数目標20）をJCOG試験として直接支援   

医師主導治験への支援   ・医師主導治験1試験（JCOG）を実施  ・医師主導治験1試験（JCOG）を実施  ■常時3～5の多施設共同医師主導治験を支援   

（2）臨床研究の推進と基盤整備  

・臨床試験の解説情報及び一覧情報を、がん対策情報センター  
がん患者の臨床試験参加の促進と臨床試   ホームページにて情報発信  
験関連情報の発信   ■左記に加え、公開されているがん臨床試験の多くを開発段階に・左記に力は、他のがん情報との連携をより深めて情報発信 基づきアクセスできるようにして情報提供    ・他のがん情報と関連させた形で臨床試馬針青報へのアクセスが  

できるよう情報提供  

・拠点病院の33％（123／37B）がJCOGに参加  
がん診療連携拠点病院の多施設共同研究   （都道府県83％：44／53、地域24％：79／325）  ・拠点病院現況調査の臨床試験関連項目の分析   ・都道府県拠点のすべて十地域拠点の半数程度のがん診療   
への参加の推進  ■JCOG参加施設の70％（123／176）が拠点病院  ・JCOGへの参加のない都道府県拠点の参加を促す  連携拠点病院が関与して多施設共同研究を行う体制を構築   

学的倫理的な臨床試験のみが実施され  ・研究班の内部活動として研究倫理や臨床試験方法論を啓発    ・研究班の内部活動として研究倫理や臨床試験方法論を啓発 ・JCOGだけでなく、国内の他の共同研究グループの科学性   
l体制構築   ・施設訪問監査により倫理性確保のモニタノング  ・施設訪問監査により倫理性確保のモニタリング  倫理性をモニタノングする体制の構築  



（1）病理診断  

・VSによる病理診断コンサルテーションの推進  

tコンサルテーションの実施（168症例）  年間360症例（5年後）  
・病理診断コンサルテーション・システムのオンライン化  ・VSによる病理診断コンサルテーションの推進  ■コンサルテーション情報の発信  

病理診断コンサルテーション  りく－チャルスライド（VS）による病理診断コンサルテーションの試    ・コンサルテーション情報の発信  コンサルテーション症例アトラス作成  
行  ・コンサルテーション症例アトラス作成準備  tコンサルテーション症例検討会、意見交換会の開催  

・外部コンサルテーションサービス（病理学会等）との連携体  

制の確立   

rJapanC（inicalOncologyGroup（JCOG）における悪性リンパ  

病理中央診断の支援   
LJapanC‖nica10nco！ogyGroup（JCOG）における悪性リンパ腫、           ・JapanC‖nica10ncoIogyGroup（JCOG）における悪性リンパ腫、 
骨軟部腫瘍の中央診断の実施  骨軟部腫瘍の中央診断の実施  理中央診断評価、実施等  

に携わる体制の確立  

病理学情報の発信による病理診断均てん 化  1・病理学情報発信誌：「外科病理手引き」の発刊準備  イ外科病理手引き」の発行  ・「外科病理手引き」の発行   

（2）画像診断  

・コンサルテーションの実施（54症例）  
・電子化画像の送受信方法の利用検討  ・画像診断コンサルテーションの推進  

画像診断コンサルテーション  ・オンライン依頼・報告システム及び電子化画像を活用したサー ビスの推進                    ■新規登録拠点病院への周知と学会との連携模索  年間300症例（5年後）   

l   ・地域研修会の開催  ・地域研修会の開催  ▲地域研修会の開催   

像中央診断  ・画像の中央診断に係る標準手順書の作成  ■画像の中央診断に係る標準手順書の改訂  ・画像の中央診断支援の実施   
l  

画像解析システムに基づく参照情報の作  ■類似画像を収集蓄積するため事務手続きの整理と運用整備  ・類似画像を収集蓄積するため事務手続きの整理と運用整備の・類似画像の症例情報と画像診断コンサルテーションとの連   
成・提供  確認  携強化   

（3）放射線治療品質管理  

・がん診療連携拠点病院等を対象に、出力線量の確認および改 善の支援（34施設）    ・がん診療連携拠点病院等を対象に、出力線量の確認および改 

放射線治療機器の品質管理・品質保証支  蓋  
咄力線量の確認および改善支廠年間100施設）  

援（物理QC／QA）  ・施設における品質管理プログラム確立の支援  、ロ捺プ・－  ・診療放射線技師等の技能向上支援、地域出張研修会の開  
・診療放射線技師等の技能向上支援、地域研修会の開催（11 回）   溜墓誌認諾琵宮詣普需品会の開催  催（年1…回程度）   

■がん診療連携拠点病院等を対象に、放射線治療計画の内容確    ・がん診療連携拠点病院等を対象に、朋寸線治療計画の内容嘩傭床試験の放射線治療品質管理鳩質保証支鼠登録例 認および改善の支援  
療計画評価（354例）  放射線治療計画の品質管理・品質保証支 援（臨床QC／QA）        偏床試験の放射線治療品質管理鳩賞嘆証支援、登録例の治慧雷憲諾三富讐蒜認諾覧援、地域出弓長研修会の開  

専門医摘能向上支敷地域研修会の開催 催（年5回前後）  

（4）がん診療画像レファレンスデ「夕べー  

ス  

一教育症例の腫瘍組織VS・デジタル画像の作成  ・コシテンツの多様化（学会等リンク配備）  ・がん診療連携拠点病院等の登録ユーザー専門ページ間設  
画像診断・病理診断共通  ・各種形式画像（動画・VS）の公開整備  ・腫瘍組織VSの作成・公開整備  の検討  

・コンサルテーションとの連携検討  ・Editoria［Board／専門家パネルの編成  ・DICOM／VS等の研修会利用の検討  

」  



＝ 
研究事業の企画運営   ・がん研究助成金、第3次対がん総合戦略事業、がん臨床研究 事業の研究事業について、研究費の交付、新規研究課題の採    ．＿＿． 

択、研究成果の評価等、その企画運営を実施  
事業 

究事業の企画運営も着実に実施   

がん研究の課題設定   

がん研究の研究課題の選定   

評価委員会による評価  
研究課題ごとの評価  事業、がん臨床研究事  

備し、研究が適正に実施  



平成20年度の活動実績  平成21年度の取り組み予定  平成22年度以降5年間の取り組み予定   

各種会議・委員会事準局機能  

都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議 円  ・1回開催（7月）  
診療連鰍点病院の機能強化や連携強化   

コ貫   

・総会1回、理事会Z回、保険委員会2回、教育委員会（レジナビ    ・総会1臥理事会2臥保険委員会2臥教育委員会（レジナビ 
全国がん（成人病）センター協議会  

フェア含む）1回、あり方委員会3回、フォーラム1回  フ卑ア含む）1臥あり方委員会2臥フォーラム1回  
具会等を通。て政策提言   

・フォーラムを通じた情報発信  

タ「内幸環機能 

鱒tネ対如軽桓タ「翠卓評鱒牟 「2回開催（白月こ1月）  2回～咽／年間催予定 ■がん対策臆報センターの運営に関して必要な事項を協議   

■宰査件数（合計）新規49件、継続・延長57件 

共同研究寧査委員傘   中央病院萄瀕11件、継鰍延長11件、兼病院新規1佃、継  
鰍延長10件、研究所漸規岬件J牡続・延長亭6件、予検センタT  
新規8件、継続・延長1q件  ー．委員会事務局機儲の稚続と体制整備  

・独立行政帝人化に向けて知的財産の取り扱い方針を検討 
十宰査件数（合計）4之件  

鱒務桑明春草葉鼻牟 ヰ央郁如件、束病院3件、臨床開発上ンタ「7件  
研究所17件こ予検センター15件  

遺草享鱒析研究倫翠琴査章魚章 ：牢査件数（合計）18件  ・委員会事務局鹿能の鹿続と体制整備  
中卒痺昧7件、耳漏院0軋鱒究所10航予検セシタ十1件 

・要員会亭準局機能の継続と体制整備 
l伝子治鱒郎研究倫理審査委員会  

ヽ   －委員会事務局機能の継続と体制整備  

遺伝子組み換え実廉章全委員会 ・審査件数（合計）271件  ・軍見金手群島鹿灘の継続と体制整備 
中央病院5件、東病院吋牛、研究所247件、予検センター0件  

・委員会事務局機能の継続と体制整備 
倫翠琴査要員会   丁要点学園確固如臥倫郵旨針改定に伴う現程改正 （GO倭兵舎と倫理審査委員会の連携体制軍備、補償対応わ整  

理、鱒究者に対する教育、情報公開）  

襲託研究軍軍費負会 ・華早会開催国赦12回、兼病院に治験事務局設置  ・委員会事務局機能の拙続と体制整備（情報年開等）  

qoI季長会 暮萎貞全開催回数1回  ・葉風余事務国洩能の継続と体制整備   

・研究費説明会の開催  丁研究真説明会の開催  
ー各種規程、手順書の整備  一各種規程、手順書の整備  

研究実施体制の整備 
丁研究者のための教育プログラム策定  
・研究実施のためた必要な各種手続き業務  業務  

雨続き研究実施体制の整備  

（研究許可申請書の発出、教育権会の捷供、厚生労働大臣ぺの  
安全性報告、倫理審査委員会等に関する情報公開）  安全性報告、倫理審査委員会等に関するI一報公開）  

…
．
 」

 
 
 



指導者研修会（年1回、3日間、65名）   指導者研修会（年1回、3日間、64名）  

・精神腫瘍の基本教育のための都道府県   
指導者研修会（年1回、2日間、60名）   指導者研修会（年1回、2日間、37名）  

・短期がん専門研修（年2回、183日、各10名）   一短期がん専門研修（年2回、183日）   

・がん看護研修企画・指導者研修  
・がん看護研修企画・指導者研修  

（年2回、2日間、計113名）  （年2回、2日間）  

■がん看護専門分野（指導者）講義研修  
・がん看護専門分野（指導者〉講義研修  

アがん化学療法看護コース（年1回、4日間、41名）  
アがん化学療法看護コース（年1回、4日間）  

イ緩和ケアコース（年1回、3日間、35名）  イ緩和ケアコース（年1回、3日間）  

がん医療均てん化のための人材の育成  
ウ放射線療法看護コース（年1回、3日間）  

・がん看護専門分野（指導者）実地研修  
・がん看護専門分野（指導者）実地研修  

アがん化学療法看護コース（年1［司、81日間、6名）  
アがん化学療法看護コース（年1回、82日間）  

イ造血幹細胞移植看護コース（年1回、81日間、1名）  
イ造血幹細胞移植看護コース（年1回、82日間）  

ウ緩和ケアコース（年1回、83日間、4名）  
ウ緩和ケアコース（年1回、82日間）  

エがん放射線療法看護コース（年1回、78日間、2名）  エがん放射線療法看護コ」ス（年1回、82日間）  

・専門家パネルでの検討（年3回7月、12月、3月）  オフオローアップ研修（年1回）  
■専門家パネルでの検討   

・がん診療連携拠点病院緩和ケアチーム研修会（講義およぴ  ・がん診療連携拠点病院緩和ケアチーム研修会（基礎研修会）  
ワークショップ）  （年4回、2日間）  

・がん化学療法医療チーム養成にかかる指導者研修会（年2回、  
■がん化学療法医療チーム養成にかかる指導者研修会  2日間）   

（年2回、2日間、計138名）  

・放射線治療計画にかかる指導者研修（年2回、2日間、計14  

がん医療均てん化のための人材の育成  
名）  

・がん診療に従事する診療放射綿技師研修  
（診療放射線技師）  ・がん診療に従事する診療放射線技師研修   （治療コース・診断コース）  

・各研修の継続及び評価  
・必要に応じて、研修用教材等の作成  

（年1回、2日間）   

・がん診療に従事する臨床検査技師研修  
ア 細胞診コース   

がん医療均てん化のための人材の育成  （年2回、87日間、各2名）   
ア 細胞診コース  

（年2回、87日間）  
イ 超音波コース   イ 超音波コース  

（年2回、87日間、各1名）   （年2回、87日間）   

・相談吏採センター相談員基礎研修（1）   ・相談支援センター相談員基礎研修（1）  
（TVネーシトワークを利用して開催）（年1回、1日間、424名）  （年1回、2日間）  

・相談支援センター相談員基礎研修（2）（年2回、3日間、計119  
6名）  ・相談支援センター相談員基礎研修（2）  

相談支援センタ⊥相談員研修  ・相談支援センター相談員基礎研修（3）  （年1回、3日間）  
相談支援センター相談員トレイナ「研修  
（同時開催）  ・相談支援センター相談員基礎研修（3）  
（年4回、2日間、計178名参加）   （年10回、2日間）  

・専門家パネルでの検討（年1回9月）テキスト作成   ・専門家／くネルでの検討（年2回程度）  



平成20年度の活動実績   平成21年度の取り組み予定   平成22年度以降5年間の取り組み予定   

・院内がん登録初級者研修会の実施  
第1回研修会5月から7月8会場（札幌■仙台・  
東京（2回）・名古屋・大阪t広島■福岡）で  

・院内がん登録初級者研修会の実施  各3日間開催  

修了者数：788名・467施設  
特別研修会（拠点病院向け）9月東京に七3日間  

前期研修会5月～7月8会場（札幌・仙台・大宮・  
第2回研修会10月から2月8会場（札幌り山台■  

横浜・名古屋・大阪・広島・福岡）で各2日間開催  東京（2回）・名古屋■大阪■広島■福岡）  

特別研修会（拠点病院向け）7月東京で2日間  で各3日間開催  

後期研修会1月～2月8会場（札幌・仙台・大宮・  

東京・福井・大阪・岡山・福岡）で各2日間開催  
・院内がん登録中級者研修会の実施  

院内かん登録実務者研修  
7／13－17、9／19－23、11／9－13、12／7－11各5日間  

・院内がん登録中級者研修会の実施  
受講者数：90名・90施設  

・院内がん登録指導者研修会の実施  
7／14－18、11／卜3・‖／15－18、12／8－12各5日間  8／24－28、2／1－5各5日間  

・院内がん登録指導者研修会の実施  ・院内がん登録初級修了者研修会の実施  

受講者数：32名・32施設  
初級研修会に合わせて実施半日間  

8／25－29、1／28－30各5日間   
・院内がん登録指導者継続研修会  
4／24、9／25各1日間  

インターネットを用いた初級実務者向けのe－Ieanningの実施   

・地域がん登録新規行政担当者に対する説明会の開催  
地域がん登録実務者の育成  ・地域がん登録行政担当者・実務者講習会の開催  ・地域がん登録行政担当者・実務者講習会の開催  

l  

・地域がん登録の実務に関するe－learningの提供開始   

；レジデントく医師），中央病院88名、東病院由名  

レ≠≠シト専制凍 ・がん専門修練医（医師）中央病院37各、東病院2噂  
・レジデシト（薬剤師）≡ヰ央㈲卿7名こ東病院12名 
・レジデント（草準師）二中央病院1各、＝ 

・受け入れ件数（合計）3】4名 

仕卿紳j姐白寿人） 中央病院12a名、束病院舵名、研琴南75私情報センター5名J  
臨床開翠センター型名、予環七ンタ＋25名  ・受け入れ支援の継続  

（内部手続き、関係者との調整、対応窓口）   ・如入れ支援の融構   
1独立行政法人化に向けて受け入れ方針の検討  （内部手続き、関係者との調整、対応窓口）   

」受け入れ件数（合計）1由名  
（任意研修一羊おける費用徴収、受託実習における単価見直し  

慄意研修制度（外国人）  等）       中央病院114名、東病除9名、研究所3名（中央病院、東病院め示  
方で研修を受けた者は重ねて計上をした）   

受託東曽制歴（日太人ト   
・受け入れ件数（合計）393名  

中央病院245名、束病院14咤、臨床開発センター之名 

・受け入れ件数（合計）15名  

受託実習制度（外国｛） 中央病院15名、薫病院1名、研究所0名座央病臥東病暁の訂  
方で研修を受けた肴は重ねて計上をしたト  



いるがん検診の精度管理に対する技術支  方法は研究の進捗に合わせて更新して 
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全国のがん診療連携拠点病院の相談支援センターで配布しています。   

全国のがん診療連携拠点病院は、がん情報サービス  

携帯版－「病院を探す」で参照できます。  

103．大腸がん  104．肝細胞がん   105．膵臓がん  102．食道がん  101．胃がん  

．
蔓
」
 
 

113．喉頭がん  114．舌がん  111．髄膜腫  112．聴神経鞘腫  106．胆のうがん  
■■J互．6  

ニニ∵ニ∴」  噂孝  
▼ ▲1ゝ  －（  

122．胸腺腫と  
胸腺がん  

123．肺がん  131∴悪性リンパ腫 13Z．多発性骨髄腫  121．中皮腫   

■■トヽ1ロ  ・ r＿」一l  

133．慢性骨髄性  142．卵巣がん  151．腎孟尿管がん 152．腎細胞がん  141．子宮頸がん  

162．乳房外  163．悪性繰維性  

バジェット病  組織球腫   

154．膜胱がん  161．悪性黒色腫  153．前立腺がん  

ー186－  
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183．肝腫瘍  184，骨肉腫  185．神経芽腫  181．悪性リンパ腫 182．横紋筋肉腫  
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がん冊報サービスホームページ  

がん情報サービス  

201．  

家族ががんになったと  

き  

001．  

相談支援センターに  

ご相談ください  

筐：諾わtん1ノンクーーがハ・勾符頒闇汁ンタ州  

∴ 「▼∴′・、し：■   
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（く芸 ＝弓 1  
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こ・∴l・「、！  

二・．ト い㌻：  

203がん治療と口内炎  

N‡云W！  

がん情報サービス（h仕p：／／ga血ohoJp／）から冊子ファイル  

を  

ダウンロードできます。  

その他、がんについて信頼できる情報をわかりやすく紹介  

しています。   
国立がんセンターがん対策情報センター発行（H21．6）  
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患者必携について  
がん対策推進基本計画 2007年6月  

分野別嘩策（3）がん医療に関する相談支援及び情報提供  

（取り組むべき施策）  

定インターネットの利用の有無に関わらず、得られる情報に差が生じ  

ないようにする必要があることから、がんに関する情報を掲載した  

パンフレットやがん患者が必要な情報を取りまとめた患者必携を作  

成し、拠点病院等がん診療を行っている医療機関に提供していく。  

（個別目標）  

や当該パンフレットや．、がん甲種類による特性等も踏まえた患者必携  

等に含まれる情報をすべてのがん患者及びその家族が入手できる  
ようにすることを目標とする。  

1  

がん患者必携の3本柱  
がんの病状に応じた、がん医療・緩和ケア・在宅療養・介護支援等の情報  

「参加型手帳」として自己の記録や情幸引こ特化した部分  

住み慣れた家庭や地域での療養を選択できるべく、地域の特性に応じた情報  

都道府凛・彪磨どの  
ページ友i者L．込み  

心のサポート  

療養情報  

生活支援情報  
体験談  

チェックリスト  

診療メモ  

ダイアリ⊥  

かかりつけリスト  

A5シ→／冊子  A4判 家庭で利用  A5判 携帯用  

がんと向き合うための  

横断的情報  

書き込み式  

バインダ  

地域に特化した  

情報  

栃木、茨城、静岡、愛媛  

をモデルとして作成  
2  

二さ：豆亘≠仁王蒔こここtT一・－‾；－、   
ー188－  
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今後の計画榊H21年度  
・試作版の評価  

試験配布計画  試験配布   

評価  確定版  

がん情報サービスでpdfファイル公開  

＞ホームーページアンケート  

7／3都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会で配布  

＞地域がん診療拠点病院へ郵送  

7／11市民向け情報講演会  

患者t市民パネルでモニタリング  

対がん研究班で実証実験  
ェミ長†主喪よi∴i‾：‥：‾丁ごニ、；  
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平成21年度におけるがん対策情報センターの研修計画（予定）  

対象  都道府県  
研修名  

端遁   要件   からの 推薦  研修期間  定員   研修の目的・概要   平成2一年度予定  

養成   

臨床橙凛10年以上で、そのうち少なくとも技和医  ③（新道  各都道府県  
城和ケアの基本教育のための都道府県指  医師  
導者研修  痍の臨床経験が専従の場合3年以上、兼任の場 合5年以上であること  ○   府県が推 讃する 者）  有  3日   ト2人葺 員6一人   教育の中心となる指導者育成のための研修．   

がん医動こ携わる精神は躇医が捕神腹痛学に  
臨床経験10年以上で、そのうちがん患者の精神  関して「知っているべき知軌と「臨床上実施す  

精神性綴字の基本数馬のための都道府県  
指導者研炸  医師  症状の雄和に携わる種族が専従もしくは専任の  ○  ③（都連 府県が推  有  2日  各都道府県    るべき内容」を理解し今後都道府県がん対  2009／4／25－26      鳩舎3年以上、その他の場合5年以上あることが 望ましし†   薫する 者）    】一之人 定員別人  東経進計画などに基づいて実施される「がん医 療に携わる医師向けの研削で数育するべき内  

容を理解する。   

レジデントに準ずる身分で、がんセンターにおけ  
以下の条件の全てに該当する看  年間2回  
①大字（医学捕捉）卒業の医師免許‡正を有する医  

短期がん専門研欄  
中央病院各  

医師  師であって、平成20年4月1日の時点で．拍床柱  い、地域における指導者として活動できる人材  
抜3年以上を有する者②研修を希望する診療科の  10人 東病院各5人  

専門的な知1鉱を有する肴   法、放射線治療および擢和ケア専攻者を使先  
的に採用する。   

がん看技に関する研條を各都道府県において  
がん看技研体企画・指導者研修  看技師  がん肴技研棒の企画・運営を行う肴   年間2回  各回50人（合   円滑かつ効果的に実施することを推進するため  第l回：H21年6月25日、之8日  

○  ①（②）  有  
率者を育成する。   

がん化学療法看護  
コース   

年間1回 4  40人   
日間  H21年9月8・一1】日  

がん診療に従事する看ほ師に対し、高度で専  
がん有性専門分野  
（指導者）講義研樺  の指導者的立場の看技師   看技師  看Il師権鞍5年以上かつ専「1分野椎購3年以上   ．0  ■、－②  無        門的な知l疑および技術を習得させ、がん看枝美 践の充実を盛る。がん看捜の各専門分野にお  

放射線療法肴は  年間1匡】   ヰ0人  ける地域および施放でのリーダーを養成する．  
コース  3日間  

H21年9月2～4日   

がん化学環法看技  
コース   6人   H之1年10月5日－12月25日  

遁血幹細胞移植肴  がん診療に従事する声援師に対し、高度で専  
技コース  看1壬師校験5年以上かつ専Fl分野桂嬰3年以上  門的な知はおよび技術を習得させ、がん有珠実  

看技師  の指導者的立場の看技師  ○  ②  有  年間1回 3  践の充実を図る。がん肴技の各専門分野にお  

がん有性専門分野  講猿研修を受講しておくこと  ケ月  ける地域および施設でのリーダーを養成する，  
講蔵研修を踏まえた実地研惟を行い、がん看  

（指導者）実地研修  

放射線療法看櫨  
撞実践能力の向上を目指す。  

コース  4人  H21年10月5日－12月25日  

がん看は専門分野（指導者）実地研抹受闇闇  

フォローアップ研体   看技師  H19年度・H20年度に実地研修を受講修7した肴 援師  ○  ②  無  年間1国 1日  30人程度   の臨床実践および地域や施設でのリーダーシッ プ先様についてフォロ 
ーアップを行う．   

身体症状担当医師、精神  
がん診療連携拠点病院緩和ケアチーム研    症状担当医師、看ほ師お   娃和ケアの提供体制の整備と、院内牲和ケア   

棒金  てのでのコン  ○  （D（②）  無   2日  16チーム    2009／8月7日、8日（東京）  

人）と←て参加   件数■として）あることを原則とする  
ベき役割と専門的な知はを習得する．   

身体症状担当医師、精神  

がん診療連携拠点病院緩和ケアチーム基    症状担当医師、看旺師お   
活動が軌道に乗らす、コンサル丁－ションの件数  2日  年間3回  桟和ケアの提供体制の整備と、紘和ケアチー ムの各職キ靂の連携と協働および緩和ケアチー  2009／10月30日、31日（大阪）ハ2月   
が少ないチームであること  について晋絹する。   

以下の条件に全てには当する着  
医師、薬剤師および看護  医師・肴技師・薬剤師からなる医療チーム養成  

年間2回予定  
がん化学療法医療チーム養成指導者研倖    師を1チーム（3人）として参 加  

化竿紺真の立ち上げ、または充実を図ろうとして  
ム育成を巳指し、地域における指導的役割を担  

いる者   える人材育成を目的とした研修内容。   

以下の条件のいすれかに怯当する看  
（D原則としてがん診環連携拠点病院に在籍し、  高度化した放射線治療・放射線旺塙宇を最新  
放射線治療に従事する診療放射線技師琴  

放射線治療計画相導肴研修  
放射線治療の実撼がある匿環機関に在籍し、  放射線治環技師     ②がん診療蓮扶拠点病院以外であって、矧こ   
放射線治療に従事する診療放射線技師琴  できる人材を育成する。   

（∋その他、放射線治環にかかる教育関係者   
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平成21年度におけるがん対策情報センターの研修計画（予定）  

対象  都道府県  
研修名  からの 椎粛  研惜期間  定員   研惇の目的・概要   平成21年度予定  

職ほ   要件   養成   

治療コース   抄環放射絶技師として、3年以上の実務桂城を有  
19日  7人  放射根治環に関わる基本的・網羅的な知はお および実習を通じて竿 

し．下記設備のうち1つを有している施設又は設置i にてい  よび技能を講鼓．Sこ。   

がん診療に従事する  
診療放射絶技師研体  ②  無  袷環放貞寸絶技師    しようとする施設（拠点病院を使先）動乱∃ 鮎恕、CT血礪組紳  ＋i  消化管診断・乳腺診断・CT・MRいR】のモダリ  

診断コース  9日  14人    ティ毎で募集し、それぞれに関わる基本的・網 羅的な知l量および技能を講慕および実習を通じ  
て字ぷ．   

臨床検査技師免許取得後3年以ち臨床検査に従  
細胞診コース   草し、なおかつ細胞診1年以上、又は病理あるい  

がん診療に従卒する  は血液検査2年以上の実掛こ従事しいてる者   年間Z回予定 各回、  細胞診コースおよび超音波コースを扱け、それ ●れの分野において豊冨1一症例数での研棒を   
臨床検査技師研修   臨床検査技師  十  ②  無          貰1回：ZOO9／10／1・｝12／28  

臨床検査技師免許取絹後3年以上臨床検査に従  2 超音波1人   

越音浪コース  寧」、なおかつ超音波検査を1年以上以上の実務  【  
に従事しいてる者  

現在、がんの相抜業掃に携わるか、今後その予  
定がある看で医療・福祉関係の貨格を繕っている  
肴、あるいはそれに隼する肴①がん診療速侠拠  

2日（午抜  

相撲支控センター相談員基程研條（1）  
がん全般、控和ケア、精神ほ備についての概  

相随員     点病院の相談支援機能を有す■る部門において、  ×  ②   
連携拠点病院に指定されていない施設において、  

前）  ル）   

現在、がんの相伐美郷（実務）に携わっている着、  
あるいは今後その予定がある者  

相談支援センター相談良基曜研倖（2）  i：．≡   同上   X  ②  無  3日  1000人  相談員が必要とする基本的ながんに関する知 l粧の習得と相談場面での援助のポイント  6月2日から4日まで（2日午後から4〔】 午前）東京会場のみ（なかのZERO大 ホール基程研修1と連続開催）   

】  

4月18日と19日（高崎）、4月25日と26  
日（東京）、5月23日と24日（兵庫）中止  

相談支操センター相賦良基礎研修（3）  相ほ且   同上並びに基礎研修（1）と（2）の受講者  ×  ②  無   2日  450人（全四 10か所で問 催：40人－ヰ5  

人×10回）   催）、8月29日と30日（福岡）、9月28日  

と29日（東京）、9月30日と10月1日（東  
京）、11月9日と＝）日（東京）   

相娩支欄センター相棒員トレイナー研修  

がん登録初級者研修  
3日の研修については別途要件を追加※1）   
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平成21年度におけるがん対策情報センターの研修計画（予定）  

対象  
研修名  

都道府県  
職種   要件   からの   研修期間  定員   研修の呂的・概要   平成21年度予定  

推薦  

5月20日（仙台）  
5月25日（文京（D）  
8月3巳（札幌）  
6月10日（名古畳）  
6月1一日（大阪）  

¢月24日（広島）  

丁月8日（東京②）  

7月21日（福岡）  

主要5部位以外の∪ICCのTNM分類などの病   
期分闇のコーディングを行うことができ、また各  

院内がん登録中級者研修   

青に体丁旺書を先行   

1年度は初級者研修棒丁者）から指導者育成  
○初級者研附こ主体的に関わってもらうととも  
に、当面は各ブロックに2－3名の指導者、将来   

院内がん畳輯指導者研修   

修修了者③施設長の推薦を有する者   初級研修会での講数や説明の実演演習を行う  
とともに、院内がん登録に関わる矧勒臥ある  

○全国で開催している初姑者研修会での講羨  
あるいは演習指導を行い、一定の基準を満たし  
たことで指導者研抹修了とする．   
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平成21年度におけるがん対策情報センターの研修計画（予定）  

対象  都道府県  
研修名  

職種   要件   からの   研修期間  定員   研修の呂的・概要   平成Zl年度予定  

推薦  

○初級者研俸会で講蓑担当、演習指導を予定  1回巨＝月2柑 l  i  

している指導者研修欄了看あるいは指導者研  
情受講者を対象に最新の情報提供を行うととも  

腕内がん登録指導者相続研欄   以下の条件に紘当する者  に講義および演習を円滑に進める研雉を行う。  

（新規）   
職種は絹に問わない   

講中で初級者研悌会で講羨担当、演習指導を予  度  1）最新情報の講象、2）グループ討論からな  
定している者  リ 

初級研修会での横幕や説明の実演演習に反映  
させるとともに院内がん登録の諸問題に関して  
グループ肘論を行い、解決策を探る  

柑且9月25日 

地域がん登録を活用した事業の企図支援。全  

！  

脚ん踊政担当者向け研修2  年1回1日  FlOO人朋   国の都道府県のがん対策・がん登録担当は職 員を対象として実施。  12月ほ  【  

地域がん登録実搾看研棒   地域がん登録室に勤務す るがん登録実務者   

×  ∃ 

その  ■  年1回1日  150人‡呈度  地域がん登母実持古を対象とした祝扱者研修  
弓   

院内がん登録見宰領欄   
月個（瞞  

院内がん登録関係者  院内がん登録関係者   lx   ③  ■   月第3金曜  原則として隔月の第J金曜日   
日・半日）   
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（注1）病院の種類：①拠点病院の医療従事者に限定、②拠点病院の医療従事者を優先、③全ての医療機関を対象  
（注2〉①亀康局予算の移し換えによる研修、②医政局長通知に基づく研雉  
※1がん診療連携拠点病院の更新あるいは新規申附こ対する研修という位置づけのため・原則として指定要件にかかわる施設でやむを得ない事情がある場合に参加者を限定して開催する予定。   



国立がんセンター研修会事務局宛  
FAX：03－3542－2545  

平成21年度相談支援センター相談員基礎研修会（3）  

※は必須項目です。ご記入は全て桔書にてご記入くださいますようお願いいたします。  

フリガナ※   セイ：  メイ：   

受講希望者指名 ※   姓＝  名‥   

生年月日 ※   西暦  年  月  日生   

職名 ※  

専門資格 ※  

施設名 ※  

T  

施設住所 ※  都府  市町  

道県  区村   

連絡先担当部署 ※  

連絡先担当者名 ※  

担当者TEL  
（内線）※   

（  ）   

担当者FAX ※  

担当者  

メールアドレス※   
＠   

基礎研修会（1）   講番号  

□平成19年11月9日（東京）  

口平成20年4月22日（東京）   T－  

□平成20年4月22日（大晦）   0「  

□平成20年4月22日（愛知）   A－  

過去の参加状況                            □平成21年2月25日（東京）  

※  

□平成21年6月1日（東京）  

基礎研修会（2）  講番号  
□平成20年6月11日～13日（東尻）   Ⅱ－  

白平成21年2月26日～27日（東京）   Ⅱ－  

口平成21年6月2月～4日（東京）   Ⅱ－   

□がん診療連携拠点病院である  
（http：／／gardoho．ncc．gojp／pub／hosp＿info／index，01．htmlをご確認ください）  

確認事項 ※  口受講希望者は相談支援センターのスタッフ（専従・専任）である   

チェックをつけて   □ 既に基礎研修（1）（2）を受講済みである 

ください  

口 当施設には相談支援センターのスタッフで、既に基礎研修（3）を  
受講したものはいない   
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資料9（2）  

主に自治体向けのたばこ対策研修について  

平成21年7月1日  

国立保健医療科学院 研究情報センター  

たばこ政策情報室   

本年度当院では、たばこ対策の一層の推進を図るため、1）たばこ対策の   

企画・推進について、2）禁煙支援の向上と普及について、の2つの研修を   

予定しています。関係の方に周知いただきご参加いただければと思います。  

※申し込み多数の場合はご希望に添えない場合がございますのであらかじめご了承いただ  

ければと思います。  

＜問い合わせ＞ 当院教務課 または下記へ（申し込みは「教務課」宛です）  

国立保健医療科学院 研究情報センター  

たばこ政策情報室（担当二吉見）iyoshimi＠niph．go．jp  

〒351－0197 埼玉県和光市南2－3－6  

048－458－6111（内線2232）  

048－458－6266（ファクス）  

＜日時詳細等＞ 下記ホームーページにあります。  

1）たばこ対策の推進に関する研修（企画・調整・指導者）※日程‥H21．9／1－4  

http：／／www．niph．go．jp／entrance／h21／course／short／short chikiO5．html  

2）たばこ対策の推進に関する研修（禁煙支援）※日程：H22．2／16－19  

http：／／www・niph，gO．jp／entrance／h21／course／short／shorLchikiO6．html  

トップ→上のタブの「研修活動」→下の「研修活動」の「平成21年度」または  

トップ→下の「研修のご案内」の「平成21年度研修案内」から、  

「研修一覧」の「短期研修」の「地域保健に関する分野」にあります。  
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女性向け喫煙と健康に関するパ 

平成21年7月1日  

国立保健医療科学院 研究情報センター  

たばこ政策情報室  

京都府が表記パンフレットを企画・発行されておりますが（サンプルをご  

参照下さい）、他都道府県等での活用の機会もあると思われたので、京都府と  

相談の上、当室名での発行のバージョンを増刷したところです。  

このたび、がん診療連携拠点病院の相談支援センター等各種ブースにおい  

て、適宜ご活用を検討いただければと思います。  

お入用の場合、下記メールアドレス宛、1）送付先、2）必要部数、を明  

記の上、御連絡いただけましたら追って送付いたします。  

＜あて先＞  

国立保健医療科学院 研究情報センター  

たばこ政策情報室（担当：吉見）iyoshimi＠niph．go．jp  

〒351－0197 埼玉県和光市南2甘6  

048－458－6111（内線2232）  

048－458－6266（ファクス）  

＜参考＞  

オリジナルの京都府のパンフレット   

http：〟www．pref．kyoto．jp／tobacco／baitai．ht血1  
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